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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年１０月２１日（火）午前９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後４時４３分　閉会　　

１．場所

第一委員会室

１．出席委員
委 員 長 藤浦雅彦  副委員長 弘　　豊  委　　員 木村勝彦
委　　員 森西　正  委　　員 野原　修   

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 
都市整備部長　吉田和生
土木下水道部長　山口　繁　　同部次長事兼下水道業務課長　石川裕司
下水道事業課長　樫本宏充　　
水道部長　渡辺勝彦　　同部次長兼総務課長　豊田拓夫
同部参事兼浄水課長　池上敦実　　営業課長　小明哲也　　工務課長　末永利彦　　

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　川本勝也　　　同局主査　田村信也

１．審査案件（審査順）
認定第１号　平成２５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
認定第５号　平成２５年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件
認定第２号　平成２５年度摂津市水道事業会計決算認定の件
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（午前９時５９分　開会）

○藤浦雅彦委員長　ただいまから、建設

常任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、森西委

員を指名します。

　認定第５号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　山口土木下水道部長。

○山口土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、認定第５号、平成２５年度

摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算につきまして、目を追って、主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　決算事項別明細書に従いまして、まず

歳入から説明させていただきます。

　特別会計決算書の７４ページをお開き

願います。

　款１分担金及び負担金、項１負担金、

目１公債費負担金は、吹田市及び茨木市

の下水が本市の公共下水道に流入してい

ることから、当該公共下水道管の建設費

に係る起債の償還に合わせ、両市より負

担金を収入しているものでございます。

　目２受益者負担金は、公共下水道の供

用開始面積に応じて賦課徴収する負担金

でございます。なお、不納欠損額は、時

効などにより債権が消滅したものでござ

います。

　款２使用料及び手数料、項１使用料、

目１下水道使用料は、下水道使用料及び

下水道敷地占用料でございます。なお、

不納欠損額は、時効などにより債権が消

滅したものでございます。

　項２手数料、目１下水道手数料は、指

定工事店登録手数料、責任技術者登録手

数料及び水路敷地境界明示手数料でござ

います。

　款３国庫支出金、項１国庫補助金、目

１下水道事業費国庫補助金は、社会資本

整備総合交付金でございます。

　款４繰入金、項１、目１一般会計繰入

金は、一般会計からの繰入金でございま

す。

　款５諸収入、項１資金貸付金返還収入、

目１水洗便所改造資金貸付金返還収入は、

水洗便所改造資金貸付に係る返還金でご

ざいます。

　項２、目１雑入は、安威川流域下水道

負担金、精算返戻金、雨水幹線建設負担

金、支払督促費取戻金及び日本下水道事

業団負担金精算返戻金でございます。

　７６ページをお開き願います。

　款６、項１市債、目１下水道債は、公

共下水道事業債、流域下水道事業債及び

資本費平準化債でございます。なお、借

入先は全て財務省となっております。詳

細につきましては、決算概要の２２６ペー

ジから２２７ページに記載いたしており

ますので、ご参照願います。

　款７、項１、目１繰越金は、前年度繰

越金でございます。

　款８府支出金、項１府負担金、目１下

水道事業費府負担金は、十三高槻線下水

道施設移設負担金でございます。

　以上が歳入の主な内容でございます。

　引き続き、歳出につきましてご説明申

し上げます。

　詳細につきましては、決算概要の２３

０ページから２３５ページに記載いたし

ておりますので、ご参照願います。

　７８ページをお開き願います。

　款１下水道費、項１、目１下水道総務

費につきましては、その執行率９９．２

％でございます。主な内容といたしまし

ては、節２給料から節４共済費までは、

下水道業務課及び下水道事業課職員７名

と短時間勤務職員１名の人件費でござい

ます。

－2－



　節１９負担金、補助及び交付金は、日

本下水道協会、日本下水道事業団などに

対する負担金でございます。

　節２７公課費は、消費税及び地方消費

税でございます。

　項２下水道事業費、目１下水道管理費

につきましては、その執行率９８．９％

でございます。主な内容といたしまして

は、節７賃金は、下水道施設の維持管理

に係る臨時職員賃金でございます。

　節８報償費は、受益者負担金の納付に

係る前納報奨金でございます。

　節１１需用費は、下水道施設の維持管

理に係る光熱水費、修繕料などでござい

ます。

　８０ページをお開き願います。

　節１２役務費は、ポンプ場などの維持

管理に係る通信運搬費と下水道施設及び

公用車の保険料でございます。

　節１３委託料は、下水道使用料徴収事

務委託料及び下水道施設の維持管理に係

る委託料などでございます。

　節１５工事請負費は、大阪府が整備し

ております都市計画道路十三高槻線の道

路改良に伴う下水道管移設工事費でござ

います。なお、委託及び工事内容の詳細

につきましては、事務報告書の２４７ペー

ジと２５６ページから２６２ページをご

参照願います。

　節１６原材料費は、マンホールぶたな

どの材料費でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、安

威川流域下水道の維持管理に係る負担金

と水洗便所改造費用に対する助成金など

でございます。

　節２１貸付金は、水洗便所改造費用に

対する貸付金でございます。

　目２下水道整備費につきましては、そ

の執行率８１．６％でございます。その

主な内容といたしましては、節２給料か

ら節４共済費までは、下水道事業課職員

６名と短時間勤務職員１名の人件費でご

ざいます。

　８２ページをお開き願います。

　節１１需用費は、公共下水道整備事業

執行に係る設計図書の印刷製本費などで

ございます。

　節１３委託料は、工事設計他委託料及

び家屋調査委託料でございます。なお、

委託内容につきましては、事務報告書の

２６３ページをご参照願います。

　節１５工事請負費は、１４件の公共下

水道工事などの請負費であり、約１．７

キロメートルの管渠を布設いたしており

ます。なお、工事内容につきましては、

事務報告書の２６５ページから２６７ペー

ジをご参照願います。

　節１９負担金、補助及び交付金は、安

威川流域下水道施設の建設に係る負担金

でございます。

　節２２補償、補填及び賠償金は、公共

下水道工事に伴う水道管などの移設費で

ございます。

　款２、項１公債費、目１元金につきま

しては、その執行率９９．９％でござい

ます。その内容といたしましては、節２

３償還金、利子及び割引料は、公共下水

道事業債、流域下水道事業債、公営企業

借換債及び資本費平準化債の元金償還金

でございます。

　目２利子につきましては、その執行率

９９．９％でございます。その内容とい

たしましては、節２３償還金、利子及び

割引料は、公共下水道事業債、流域下水

道事業債、公営企業借換債及び資本費平

準化債の利子償還金でございます。なお、

市債現在高及び償還の状況につきまして

は、決算概要の２２８ページから２２９

ページに記載いたしておりますので、ご

参照願います。
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　款３、項１、目１予備費は、執行いた

しておりません。

　なお、８５ページに、実質収支に関す

る内容を記載しておりますので、ご参照

願います。

　以上、平成２５年度摂津市公共下水道

事業特別会計歳入歳出決算についての補

足説明とさせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　森西委員。

○森西正委員　おはようございます。

　それでは、まず決算書のほうの歳入の

ほうで、７４ページの分担金及び負担金

の受益者負担金のところで、不納欠損額

が４万７，８７０円、収入未済額が７１

万９，２００円というふうなことが出て

おりますけども、この平成２５年度に限っ

たことではないんですけれども、不納欠

損が生じておる中身について教えていた

だけたらというふうに思います。

　続いて、その下の使用料及び手数料の

下水道使用料。こちらのほうが不納欠損

額が３３７万５，９８８円、収入未済額

が６，０５５万４，５９０円というふう

になっております。この点も不納欠損額、

多額な不納欠損額が出ております。どう

いうことであるのか、お教え願いたいと

いうふうに思います。

　続いて、款５諸収入のところの資金貸

付金返還収入、こちらのほうの水洗便所

改造資金貸付金返還収入ですけれども、

こちらは収入未済額が４３１万３，７０

０円というふうなことで、不納欠損額が

ゼロであります。不納欠損額がゼロとい

うことは、徴収にご努力されているんだ

ろうというふうに思いますけれども、こ

の点、受益者負担金と下水道使用料の不

納欠損額が出ていて、ここの水洗便所改

造資金貸付金返還収入では、不納欠損額

がゼロになっております。受益者負担金

と下水道使用料も不納欠損額がゼロにで

きないものか、その点、お答えをいただ

きたいというふうに思います。

　続いて、７６ページですけれども、市

債の下水道債です。ここで公共下水道事

業債が１億７，７４０万円、流域下水道

事業債が４，７００万円、資本費平準化

債が１２億７，５００万円となっており

ます。これは、利率のほうが公共下水道

事業債が１．４０％、流域下水道事業債

が１．４０％、資本費の平準化債が１．

１０％となっております。平成２４年で

は、公営企業借換債が発行されていて、

平成２５年度は公営企業借換債が発行さ

れておりませんけれども、この点、発行

されていないのはなぜなのか、教えてい

ただきたいと思います。

　決算概要２２１ページの中で、資本費

平準化債の発行を引き続き行っています

と。歳出は、後年度の利子負担軽減策と

して、高金利のものを一部繰上償還して

いますというふうなことで記載をされて

いますけれども、もう少し具体的に、ど

ういうふうにされておられるのか教えて

いただきたいというふうに思います。

　決算概要の歳出の２３０ページですけ

れども、下水道業務課のＯＡ機器管理事

業で、執行率が４８．８％となっており

ます。全般的に消耗品費、修繕費は予算

が出ていますけども、決算がゼロであり

ます。これは修繕がなかったということ

だというふうに思うんですけれども、パ

ソコン保守委託料、そして電子複写機レ

ンタル料で残額が生じております。これ

はなぜなのか、教えていただきたいとい

うふうに思います。

　同じく２３０ページの水洗便所普及事

業です。これが執行率が３４．５％であ

りまして、水洗便所改造助成金、水洗便
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所改造資金貸付金というところで、多額

の残額が出ております。これは、申請が

なかったからだというふうなことだとい

うふうに思うんですけれども、その点、

決算との間に少し乖離があるというふう

なことで、どのように考えておられるの

かお聞きしたいというふうに思います。

　次に２３２ページですけれども、公共

下水道整備事業です。この中で、公共下

水道工事に残額が多額に出ておりまして、

これは入札によってというふうなことだ

というふうに思いますけれども、これは

約２割を超えた残額が生じておるという

ふうなことでありまして、その点、予算

と決算との差で２割以上の残額が出てお

るというふうなことをどのように考えて

おられるのかお聞きしたいというふうに

思います。

　その下に水道管移設替外というふうな

ことで書かれております。これは、決算

書では、これは補償、補填及び賠償金と

いうふうなところで出ております。その

中身がどういうふうなものであるのか、

教えていただきたいというふうに思いま

す。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いします。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　まず、受益者

負担金の不納欠損の内容でございますけ

ども、これは平成１７年度に賦課をした

もので、平成２５年度末に時効を迎える

ものを不納欠損したものでございます。

　受益者負担金については、５年で時効

になるということから、平成２５年度に

４万７，８７０円の不能欠損を行うもの

でございますけども、内容は２件は居所

不明、１件については生活困窮で、また

差し押さえの財産もないということで不

納欠損をしております。

　２点目の使用料の不納欠損でございま

すけども、使用料も５年で時効になりま

すので、不納欠損を行っておりますけど

も、その内容につきましては、転出先が

不明等、居所が不明というのが約２９０

件、本人が亡くなられているというのが

２６件、会社倒産等によるものが４０件

という内容でございます。

　未済額につきましては、多額でござい

ますけども、一つには当該年度の収入と

ならずに、翌年度の収入になってしまう

ものが発生します。これは、銀行等の振

込日であったり、暦の関係でどうしても

期日までに水道部のほうに入ってこない

ようなもので、結果的に下水道業務課に

５月末までに収納されないようなものが

あり、これが翌年度の収入となって、未

済額の中に入ってきているということで

ございます。これが例年、多額の未済額

が発生する一因になっております。

　それから、貸付金でございますけども、

不納欠損はゼロということでございます。

貸付金につきましては、私法上の債権と

いうことで、１０年で時効にはなるんで

すけども、相手から時効の援用がされな

い、つまり１０年を経過しているので払

いませんという意思表示がされないもの

については、これは１０年を超えるもの

でも不納欠損はできないということにな

りますので、１０年を超えているものも

ございますけども、不納欠損としては発

生していないということでございます。

　４番目の市債のほうですけども、平成

２４年度には借換債を発行して、平成２

５年度には発行しておりません。借換債

の場合は、一定の要件に該当する場合に

借り換えができるということになってお

りますので、平成２５年度については、

そういう要件に該当するものがなかった

ということでございます。
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　次に、繰上償還ということでございま

すけども、平成２５年度に繰上償還を行っ

ておりますけども、これは大阪府の貸付

金のほうを返還したというものでござい

ます。

　６点目のパソコン等の保守費用関係で、

不用額が発生しているということでござ

いますけども、これは当初、パソコンに

トラブルがあった場合に、本庁のほうに

来ていただいて対応していただくという

ような費用を見込んでおりましたけども、

そういったトラブルも発生せずに、不用

額となったということでございます。

　それから、水洗便所普及事業で、これ

は不用額が多いということでございます

けども、これは貸付金、助成金というこ

とでございまして、貸付金については、

年間、平成２５年度ですと１０件程度、

貸付を利用されております。助成金につ

いては、１件当たり５，０００円という

ことでお支払いしておりますけども、予

算額については、啓発等で水洗化を促進

していかなければならないということで、

啓発も積極的に行っておりまして、そう

いう中で、ある程度の予算を確保してお

かなければ、予算がないばっかりに貸付

とか助成ができないというようなことも

困りますので、啓発を行っていく中で、

最大限考えられる額というのを予算計上

しているということでございます。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　森西委員の下水

道事業課に関するご質問についてお答え

させていただきます。

　まず、下水道整備事業の公共下水道工

事の残額が多いということに関するご質

問についてお答えさせていただきます。

　まず、これにつきましては、平成２５

年度末に社会資本整備交付金の追加の要

望の調査が来ました。これにつきまして、

私どもは、その要望について手を挙げま

した。その条件としましては、繰り越し

の発注を認めるというような条件でござ

いましたものですので、それに合わせた

額、約１，７００万円を繰越額として計

上しております。その分が残額の中に入っ

ているために、通年よりも若干多い額に

なっているという形になっております。

　次に、移転補償費の内容についてとい

うご質問についてお答えさせていただき

ます。

　これにつきましては、水道管移設替外

ということになっておりまして、昨年度

につきましては、水道部による移転工事

費が３件、それから大阪ガスによるガス

管の移設工事が１件ございました。昨年

度につきましてはなかったのですけれど

も、そのほかに家屋被害補償という分、

工事によっての家屋被害が起きたかどう

か、それについての補償についての分も

この中には含まれております。残額が多

いということにつきましては、水道部及

び大阪ガスの工事の精算金及び年度末で

も家屋被害の申し出が出てくる可能性が

あります。この分についての若干の当て

がいというものも必要となってきますの

で、残額がこのような形になっています。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　それでは、負担金と使用

料、水洗便所改造資金貸付金返還収入の

不納欠損額の分はわかりましたけれども、

居所不明の方、亡くなられた方、もしく

は会社が倒産をされたところというのは、

回収は不可能だというふうに思いますけ

れども、居所不明はなくしていかなけれ

ばならないというふうには思うんですけ

れども、その点の把握というのはどのよ

うにされているのかというところと、居

所がわかって、徴収ができないという方

がおられるのか、その点を教えていただ
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きたいというふうに思いますし、下水道

法では、３年以内に排水設備工事を行う

というふうなことになっておりますけれ

ども、この点をまだ工事をされていない

というふうなところは、市内ではまだま

だたくさんあります。これは、以前から

議論をされているところでありますけれ

ども、水洗便所の普及を図っていくとい

うところで、ご努力はされているという

ふうには思いますけれども、それがなか

なか思うようには進んでいないというと

ころがあろうかというふうに思いますけ

れども、その点を今後どのように考えて

おられるのかお聞きしたいというふうに

思います。

　それと、例えば費用の面で、水洗便所

化したときの下水道の料金と、そのまま

くみ取りのままであったときの金額の差

ですね、要するに支払いの差がその辺に

あるのではないかなというふうには思う

んですけれども、それだったら費用がか

かるからそのままにしておこうというふ

うな市民の方もおられるのではないかな

というふうには思うんですが、その点、

どのように考えておられるのかお聞きを

したいというふうに思います。

　それと、市債の件ですけれども、公共

下水道事業債が１．４％で、流域下水道

事業債が１．４％、資本費平準化債が１．

１％ということでありますけれども、今

現在、高い利率のものがあるのかどうか、

その点を教えていただきたいというふう

に思います。

　その利率の高い市債ですけれども、そ

れを安い利率のほうにどうにかできない

ものか、対応をとられておられるのかお

聞きしたいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　債権の回収で、

居所不明というようなものについての把

握ということでございますけども、受益

者負担金については、下水道業務課のほ

うで対応しております。いつの間にか住

所が変わっていて、どこに移ったかわか

らないというようなケースもございます。

そういったことがないように、早目早目

に情報等を得るために現地のほうに赴き

まして、そういったことがないように対

応してるつもりなんですけれども、どう

してもつかみ切れない、把握できないと

いうものが受益者負担金の場合には発生

しております。

　下水道使用料につきましては、水道部

のほうに徴収委託をしておりまして、水

道部のほうで督促、催告、さらには給水

停止等の手段を講じられて債権の回収を

図っておられるところなんですけれども、

何分にも件数も多い中で、なかなか居所

というのを把握し切れない部分があると

いうふうに聞いております。

　こういった中で、どんな対応を考えて

いるのかということでございますけども、

平成２５年度から未収となった早期の段

階でコールセンターから電話をかけてい

ただいて納付を促すというようなことも

やっております。水道部のほうの取り組

みとしては、給水停止の回数をふやした

り、さらには催告の回数をふやすなど、

ご努力もされているというふうに聞いて

おります。

　それと、２点目で、くみ取り便所につ

いては、３年以内に水洗化しなさいとい

うようなことが決まっていますけども、

これがなかなか守られておりません。一

つの原因としては、生活困窮であるとか、

これは３点目の質問にも係りますけども、

下水道料金に比べて、し尿処理手数料の

ほうが相当安いということもあろうかと

思います。

　そういったものについて、今できる手
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段としては、直接相手にお会いして、早

期に水洗化をしていただくようにお願い

をしていくという、こういった地道な取

り組みしかないのかなと。貸付金、助成

金の制度はございますけども、貸付金に

ついては、ほぼ平均の排水設備工事費に

見合う貸付額、くみ取り便所で３０万円、

浄化槽で２５万円というのがほぼ平均的

な排水設備工事の費用だと考えておりま

すので、これについては、現状のままで

特に改定等は考えておりません。

　助成金については５，０００円という

ことで、これも以前と変わりはないんで

すけども、本市の場合は、貸付制度と助

成制度を併用できるということになって

おりまして、他市等では、貸付をする場

合は、例えば助成は行いませんよという

ようなこともあるわけで、そういった現

行の制度で、今、水洗化率も９５％を超

えるような、これは府下の平均水準を若

干上回る水準だと考えておりますけども、

一定の水準に到達していると。

　し尿くみ取り便所、浄化槽便所につい

ても、毎年減少しているのは事実でござ

います。水洗化に踏み切れない方という

のは、やはり借地・借家の問題に起因し

て手がつけられないという方、それから

建物のリフォーム等に合わせて水洗化を

されるという方、さらには独居老人等で

水洗化に対する意欲が余りないような、

こういった方も相当数あると考えており

ますので、そういった方について、市と

して何ができるのかというのは、今後の

研究課題かと思っております。

　それから、４点目の市債でございます

けども、利率の高いものがどの程度ある

のかというご質問でございますが、平成

２５年度の決算ベースでいいますと、大

体利率が高いと思われるのが５％以上か

なと思うんですけども、５％から６％未

満というのが９．３％ございます。６％

から７％というのが５．３％、７％から

７．５％というのが０．６５％で、全体

の起債残高の中で、５％以上というのが

大体１５％程度あるということでござい

ます。

　ちなみに、１％未満というのが６．３

％で、１％から２％というのが２９．９

％、２％から３％未満というのが２３％、

３％から４％というのが７．７％、４％

から５％というのが１７．３％というこ

とで、最近は利率はかなり下がっており

ますので、５％を超えるというようなも

のは、先ほど言ったように、１５％未満

にとどまっているという状況でございま

す。

　借り換え等ができないのかというご質

問でございますけれども、先ほども言い

ましたように、繰上償還をする場合には、

一つは現在、補償金、利子相当分を払わ

なければならないというようなものもご

ざいますし、借り換えをする場合にも、

一定の要件、例えば財政力指数が１未満

であるとか、そういった要件がございま

す。本市の場合は、そういった借り換え

できるものが少ないという中で、平成２

５年度については、大阪府からの貸付金、

これについては大阪府との協議により繰

上償還することができたものなんですけ

ども、財政融資金等、国の資金について

は、先ほど言ったような要件に適合しな

いため、今の状況では借り換えはできな

いということでございます。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　そうしましたら、し尿処

理手数料と下水道使用料の差の件につい

てですけれども、やはり市民からします

と、処理をしていただいているというふ

うなところでのサービスを市から提供を

受けてるということであれば、やはりそ
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の辺は公平な形でもって処理をするとい

うふうなことが、市の立場であれば、そ

ういうふうにしていくというのが本来で

あるのかなというふうには思うんです。

なかなかし尿処理をされているところ、

くみ取りというふうなところは、所得が

低い方もおられたり、なかなか難しい部

分はあろうかというふうには思いますけ

れども、借家で貸されているところとい

いますか、そういうふうなところは、何

らか対応ができないものか。そこで賃貸

収入を受けておられるわけですから、収

入がある方でありますので、そういうふ

うなところの方に何らかの対応、対処と

いうのができないものか、やはりその点

の考え、もう一度、お聞かせいただきた

いというふうに思います。

　それと、市債に関してですけれども、

ご努力はされていて、平成２５年度は大

阪府の貸付金の返還をしていただいてい

るということでありますけれども、今、

財政力指数とか、そういうふうなお答え

をいただきました。現状の摂津市では、

なかなか厳しいというふうなお答えをい

ただいたんですけれども、できる限り何

か対応ができないものか検討しながら、

利率の低いものに変えていくというふう

なことが市民にとって、下水道使用料を

徴収していただいたり、受益者負担金を

徴収をしていただいたり、その分が利率

が高ければ、そちらのほうに歳出として

回ってしまうというふうなことでありま

すから、その点は十分に研究をしていた

だいて、何か対策がとれないものか、ぜ

ひともよろしくお願いしたいというふう

に思います。

　し尿処理手数料とその点だけよろしく

お願いします。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　確かに使用料

に比べて、し尿処理手数料というのはか

なり安いということで、市の手数料でし

たら、ひとり世帯であれば月に３００円、

年間でも３，６００円です。下水道使用

料については、基本料金でも月に大体１，

０００円ぐらい要るということなので、

年間で比べるとかなりの差があるという

のは事実でございます。

　公平な対応ということで言えば、し尿

も処理費はかかっているわけなので、そ

れに対応したような手数料を設定すべき

なのかもわかりませんけど、やはり委員

が言われましたように、なかなか厳しい

家庭もございます。これを見直すという

のは、今の時点では考えてはおりません。

ただ、くみ取りの世帯、借家等への対応

ということでいいますと、家主さんのほ

うに啓発をして、切りかえてほしいとい

うようなことは以前からやっております

し、今後も啓発をかけていきたいと考え

ております。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　今、ご答弁いただいたん

ですけれども、やはり全ての市民が処理

というサービスを受けているのであれば、

その辺は公平にぜひとも考えていただき

たいというふうに思いますし、借家の件

をお話しさせていただきましたけども、

以前から啓発はされていますと。されて

いるけれども、なかなか借家の持ち主の

方に水洗化をしますよというふうなこと

をおっしゃっていただかなければ、やっ

ぱり水洗化というふうなのは進みません

ので、そこにはまた費用がかかるという

ふうなことだというふうには思うんです

けれども、ぜひとも、もし水洗化になっ

たとしても、下水道の使用料を納める方

はどの方かというふうなことにもなって

きますので、その辺の対策を研究をして

いただいて、借家の方にはどうにか徴収
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というふうなこととかが無理なのか。水

洗化というふうなことで、今まで話をし

ていただいていて、啓発をしていただい

ていますけれども、なかなかそれが前に

進んでおられませんので、それであれば、

し尿の処理のほうで何から対応ができな

いものか、ぜひとも検討していただきた

いというふうに思いますので、よろしく

お願いします。

○藤浦雅彦委員長　ほかにご質問ありま

すか。

　野原委員。

○野原修委員　おはようございます。

　それでは、数点質問させていただきま

す。また、森西委員と重なる部分は、な

るべく避けて質問させていただきますが、

重なる部分は、視点を変えて質問します

ので、ご答弁よろしくお願いします。

　それでは、まず１点目、平成２５年度

公共下水道の普及率の現状と取り組みを

教えていただきたいと思います。

　２点目は森西委員からもありましたが、

水洗化率の向上の取り組みは府下水準に

あるという答弁がありました。また、今

からどうしていくのという課題について、

森西委員のほうからも提案がありました

が、もう少し詳しく、府下水準であるか

ら、そこでいいんだというのか、今後、

市としての取り組みを聞かせていただき

たいと思います。

　３点目としまして、決算概要２３０ペー

ジの水洗便所改造助成金、予算が１５０

万円で、執行が５９万５，０００円で、

残額が９０万５，０００円、これは今、

助成金として５，０００円という形を助

成されておりますが、この５，０００円

のあり方がいいのかどうか。また、先ほ

どの答弁の中で、予算が１５０万円あっ

て、残額が９０万円ありますが、啓発が

うまくいって、水洗化をしていきたいと

いうところで予算が足らなくなって、助

成金が出せなくなったら困るので、予算

は１５０万円とっておられるという趣旨

の答弁があったように理解しますが、予

算の残額の９０万円、執行が９０万円で

残額が５９万円、６０万円ぐらいであれ

ばまだわかりますが、その辺のところで、

残額のほうが多くなっております。とい

うことで、繰り返しになりますが、助成

金の５，０００円のあり方について、ど

う考えておられるのかお聞かせください。

　続きまして、水洗便所改造資金貸付金、

これも６７４万８，０００円あって、執

行されているのが２２５万１，０００円

で、残が４４９万７，０００円で、先ほ

どの答弁では、貸付の方が１０件あった

というようにお聞きしております。これ

ほどしか貸付の申請をされていないとい

うことの問題点と、その啓発の仕方をお

聞かせいただきたいと思います。先ほど

の答弁の中で、府下でも助成金と貸付金

を併用して出しているのが摂津市と、ほ

かに他市にもあるかわからないですけど、

他市もそういうところがあるんだったら、

そういう他市の執行率というのか、その

辺がどういう形になっているのかお聞か

せいただきたいと思います。

　続きまして、４番目として、決算概要

の２３０ページ、ガランド水路親水施設

管理事業の中で、せせらぎ水路等清掃委

託金が１０８万６，２４６円の内容をお

聞かせください。

　決算概要２３０ページ、５番目としま

して、公共下水道管理事業の水質分析委

託料１０８万５，７００円の内容をお聞

かせください。

　６番目としまして、これも２３０ペー

ジの下水道管しゅんせつ外委託料２７０

万５，５３５円の内容をお聞かせくださ

い。
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　７番目として、決算概要２３２ページ

の下水道管渠内調査委託料９４５万円の

内容をお聞かせください。

　８番目としまして、決算概要２３２ペー

ジのポンプ場管理事業の集中管理室維持

管理業務委託料１，９８９万７，５００

円、これは、平成２２年度から平成２５

年度の契約になっておったかと思います

が、これの内容を教えていただきたいと

思います。

　９番目として、決算概要２３２ページ

の集中管理室取水ゲート施設保守委託料

１２０万７，５００円の内容をお聞かせ

いただきたいと思います。

　１０番目として、雨水幹線の整備につ

いての考え方をお聞かせいただきたいと

思います。

　続きまして、決算概要２３０ページ、

下水道使用料徴収事務委託料の３，５８

１万円の内容をお聞かせいただきたいと

思います。

　１２番目としまして、安威川以北の合

流式の下水の日常の管理をどのようにさ

れているのかお聞かせいただきたいと思

います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁お願

いします。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　私のほうから

助成金、それから貸付金、それと使用料

の徴収委託料についてお答えをさせてい

ただきます。

　助成金でございますけども、現行５，

０００円ということで、不用額も多いわ

けなんですけども、先ほどもお答えしま

したように、予算では、啓発をかけてい

る中で、一気に水洗化が進む可能性もあ

るので、そういったことも考え、予算措

置を講じているということでございます。

　５，０００円自体の考え方なんですけ

ども、以前から、この助成金をもっと上

げれば効果があるのではないかというよ

うなことは言われているわけなんですけ

ども、費用対効果というところが明らか

にできないと。近隣では、高槻市はたし

か助成金は２万円ぐらいだったと思うん

ですけども、それでも水洗化率としては

余り大きな差はなかったように記憶をし

ております。

　先ほども言いましたように、水洗化し

たくでもできない事情であったり、もし

くは高齢で意欲が乏しいというような方

について、助成金だけでは難しいところ

があるのかなと考えております。

　それから、貸付金でございますけども、

これも不用額がかなり多いということな

んですけど、助成金と同様の理由で、予

算上は考えられる最大値を計上させても

らっております。

　利用者が少ないという一つの原因とし

ては、これは、貸付に当たって連帯保証

人が必要になってくるということがあろ

うかと思います。さらに、指定工事店制

度となりまして、排水設備工事費自体が

以前と余り変わらない、逆にちょっと下

がっているというようなこともあって、

貸付を利用するまでに至らないというよ

うなこともあろうかと思います。

　他市で、貸付制度と助成制度をどうい

うふうにされているのかというのは、手

元に資料はないんですけども、高槻市で

いいますと、貸付金と助成金とは併用で

きない制度になってるというふうに聞い

ております。

　あと、下水道使用料徴収業務委託料で

ございますけども、水道部のほうに下水

道使用料の徴収を委託しております。そ

れに必要な経費を負担しているわけなん

ですけども、徴収業務に係る経費を調定

件数で案分したその５０％を下水道が負
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担していると。本来であれば、調定件数

で案分して払うべきなのかなと思うんで

すけども、水道部のほうで、５０％でと

いうことで、今現在は調定件数で案分し

た額に、さらに５０％を乗じた額で下水

道が負担しているということでございま

す。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　野原委員よりご

質問の下水道事業課に関するご質問につ

いてお答えさせていただきます。

　まず、公共下水道の普及率の現況です

けれども、今年度普及率は９８．４％に

なっております。

　次に、ガランド水路、せせらぎ水路な

どの清掃委託料の内容についてというこ

とのご質問にお答えさせていただきます。

　これにつきましては、ガランド水路、

せせらぎ水路の清掃及び施設の簡易な修

繕の維持作業を業務委託しており、これ

はシルバー人材センターのほうに業務委

託をしております。

　次に、下水道管理事業におけます水質

分析委託料についての内容についてお答

えさせていただきます。

　水質分析につきましては、下水道の管

渠に流れる水質の分析を委託しているも

のでございまして、市内、月例調査とし

て１０地点で年に１０回、特定事業所で

年に２回の水質分析を行っております。

この水質分析によりまして、下水道法に

よります水質の管理の資料に供するもの

として使っております。

　それから、排水管のしゅんせつについ

ての考え方でございますが、一般会計と

同様で、公共下水道管の管詰まりに対応

するものでございまして、単価などの決

め方につきましては、水路などと同じよ

うなときに、一緒に単価も決めます。そ

れで、主に管路になりますので、車両に

つきましてはジェットの車両を使って、

強制的に管に詰まっている分を排出させ

るというのが主な作業になっております。

これにつきましては、主に市民の方々か

ら水の排水が悪いとか、そういうときに

調査に行きまして、下水道本管が詰まっ

ている場合には緊急で対応する、あるい

は今までで管詰まりが起きたところにつ

きましては、職員のほうがみずから調査

をしまして、事前予防という形でしゅん

せつの作業をさせてもらっております。

　次に、管渠内調査業務委託についての

内容についてお答えさせていただきます。

　下水道の管渠内の損耗状態につきまし

て調査するというもの、内容としてはそ

ういう形になっております。これにつき

ましては、８００ミリメートル以上の管

につきましては人力の目視によるもので、

８００ミリメートル未満につきましては、

カメラを使って損耗ぐあいを調査すると

いうものでございます。

　次に、ポンプ場管理事業におきます集

中管理室維持管理業務委託料についてお

答えさせていただきます。

　これにつきましては、平成２５年度に

おきましては、平成２５年５月１日から

３年の契約で行っております。この内容

につきましては、集中管理室の人員配置

について、委託内容としては主に決めて

おります。３月から１０月までは終日対

応を行っておりまして、１１月から２月

までは、夜間につきまして１７時から９

時までは週７日対応、９時から１７時ま

では週５日の対応をとっております。ま

た、大雨警報や注意報が出たときには、

２名体制で行うような形になっておりま

す。

　次に、集中管理室のゲート施設保守委

託料につきまして内容をお答えさせてい

ただきます。これにつきましては、市内
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にあります２７施設の保守点検を行って

おります。あと、ゲートの点検や除塵機

の点検の整備なども行っております。こ

れによりまして、市内各施設の維持管理

の充実を図るものとなっております。

　次に、雨水幹線の考え方ということで、

どのように整備していくかという考え方

についてお答えさせていただきます。

　雨水幹線、今、懸案になっております

のは、東別府と、それから三箇牧のほう

の水路から鳥飼雨水幹線のほうへ流す分、

この分について、まず一番最初に優先的

に雨水管の整備を進めていきたいと考え

ております。これにつきましては、特に

東別府につきましては、東別府の地域の

雨水の浸水防除のために効果的であると

いうことと、それから三箇牧のほうにつ

きましては、番田水路に番田水門ができ

たことによる番田水路の浸水の防除に大

きな効果が発生すると考えています。そ

のほかにつきましては、幹線ではなくて

も、浸水履歴の多いところにつきまして

は、できるだけ優先的に雨水の整備でき

るところから進めていきたいというふう

に考えております。

　最後に、安威川以北の水路の管理につ

いてのご質問についてお答えさせていた

だきます。

　水路の管理につきましては、常時、地

元の水利委員などと連携をしております。

主に、水路の用水を流すときに支障があ

るとかいうことについての支障の除去に

努めております。主に草及び泥などがた

まっているということが多くありますの

で、その辺についての除去に努めており

ます。あと、地元のほうで、これはしゅ

んせつなどもされておりますので、その

辺の連絡もしながら、維持管理を進めて

るところでございます。

　それから、水洗化率の向上についての

取り組みなんですけれども、先ほども何

度もお話しさせていただいているとおり、

やはり啓発、これしかないのかなと考え

ております。

○藤浦雅彦委員長　山口部長。

○山口土木下水道部長　今、樫本課長が

水洗化工事のことについて、啓発がメー

ンと言っておりますが、平成２５年度、

水洗化ができていない台帳とか全部作成

しておりますので、その作成をもとにし

て、この下半期で啓発等をしていくよう

にしておりますので、よろしくお願いい

たします。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　１番目の普及率の現状と

取り組みということで、今、９８．４％

の普及率という形なので、平成２６年度、

最終目標は１００％になろうかと思うん

ですけど、その辺の計画、取り組み、こ

れは府下の水準で１００％というのはな

かなか大阪市でもなっていないので、難

しいかと思いますが、その辺の取り組み

をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、水洗化率向上の取り組みで、

今、部長のほうから教えていただきまし

たような形で、平成２５年度にこれは一

応整理して、平成２６年度からそういう

啓発運動とかそういうのに取り組むとい

う形なんでしょうかね。それなら、平成

２７年度の予算にどういう形で反映され

てくるかというのは示されるわけなんで

しょうかね。その辺のところと、府下水

準にあるというような石川次長の先ほど

の答弁にあって、うちはどの辺のところ

を目指して今後、水洗化率の向上に取り

組んでいくのかというところをお聞かせ

いただきたいと思います。

　水洗便所改造資金貸付金、他市の取り

組みでどういう形になっているかわから

ない。また、高槻市のほうでは、うちで
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は５，０００円の助成金を２万円にして

も、さほど進展はないというようなご答

弁をお聞きしたんですが、この助成金、

なかなか困っておられる方、また３年以

内に水洗化してくださいというような形

で、啓発は今までもずっとされてきてい

ても、やはりそれを取り組んでもらえな

いというところに、もう一度、何らかの

問題があるから、今まで一生懸命取り組

んでもらっていても、このような貸付金

と助成金の進まない原因はあろうかと思

うんですが、貸付金の場合は保証人とか

いろんな手間がかかるとか、今、指定業

者以外の部分でできるので、安くででき

るので、貸付金というものを使う人も少

なくなっているというようなご答弁があ

りましたが、そうなってくると、貸付金

の金額をもう一度見直して、こういう形

の啓発、先ほどから言われていますよう

な形で、啓発が成功したときには、どっ

とこういうのを使われるときには使える

ような予算組みをするというのも必要か

とは思いますが、その辺のところの考え

方をもう一度、お聞かせ願いたいと思い

ます。

　ガランド水路、せせらぎ水路でありま

すが、これは地元と協力していただいて、

これは下水の再生利用という形で、大阪

府下でも、摂津市がそういう形で取り組

んで、他市に自慢できる水路であります。

そういった中で、地元の方と４か月に１

回ですか、市の職員の方も一緒になって、

そこの管理をしていただいて、１円でも

少ない費用にするために、職員の方が一

生懸命取り組んでもらっている、汗をか

いてもらっているという事実はわかりま

すが、そういった中で、地元でこういう

ことを続けてもらう中で、いま一度、そ

ういう協力の仕方、また集まられた方に

その都度、それぞれ家のほうで花を植え

てもらうような、そういう苗木というか、

花の小さいやつを配ったりしていますが、

その辺の予算なんかはどういう形でされ

ているのか、お聞かせ願いたいと思いま

す。地元の方もそうやって来てもらって、

自分らがその水で周りの樹木に水をやれ

るという形のところで、植木を枯らさな

い節水という形のところで、節電という

ことで節水した中で、そういう樹木に対

するいろんな影響もあったところで、で

きればそういう形で、これは１年間流し

てほしいという地元の要望もある中で、

費用を少しでも抑えるためにそうやって

職員の方に出てもらって、また集まって

もらった方にも４か月に１回、そういう

ところに集まってきて、清掃してきれい

になったというほかに、自分らの家々で

またそういう小さい花も植えれるという

ような形の公園みどり課のほうも取り組

んでいる、今、市民の方がそういう先生

役となって、それぞれのまちをそういう

形できれいにしていこう、また自分らの

家々のところでいろんな草花を植えてい

こうという取り組みもありますので、そ

ういった中で、ここで集まってもらって

いる方に、今、形として花のそういった

小さいものをお渡しされているんですけ

ど、これを今後どういう形でされている

のか、どういう形で今渡されているのか、

お聞かせ願いたいと思います。

　それから、水質分析でありますが管渠

を月例で１０か所のところで水質検査を

されているという形で、これは何か問題

があったときには、すぐ対応できるよう

な連絡をとれているのかどうか、お聞か

せ願いたいと思います。

　それから、下水道管しゅんせつ外委託

料のところであります。中で詰まってる

とか流れが悪い、悪臭がするというとこ

ろでは調べてもらって、ジェットなんか
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で清掃してもらっている、市民からの連

絡とか、そういうことが一番の情報です

ね。そういうのでこの執行額になってお

ろうかと思いますが、これは定期的に管

をしゅんせつ、職員の方も日常、そうい

う点検に回られたりして、市民からのそ

ういう情報があってこれはやられるのか、

そのほかに定期的にそういう形をやられ

ているのか、お聞かせ願いたいと思いま

す。

　それから、管渠内調査委託料でありま

すが、管が整備された時期ですね、何年

ぐらいから、下水管が整備されているか、

それの耐用年数がどのぐらいあるのか、

また更新計画はどういうぐあいにされて

いるのか、お聞かせ願いたいと思います。

　集中管理室維持管理業務でありますが、

今、ゲートが２５か所あるんですかね。

その中で、昼が２名で夜１名という形で

見ていただいていると思いますが、この

契約は一般競争入札なのか、どういう形

の契約内容でそれをされたか、お聞かせ

ください。

　それから、集中管理室取水ゲート施設

保守委託料のところは、施設の管理とい

う形で契約された。これも契約内容をお

聞かせ願いたいと思います。

　雨水幹線の整備については、今、整備

率がどのぐらいか、お聞かせ願いたいと

思います。

　下水使用料徴収事務事業のところで、

今、水道のほうと半分で案分をされてい

るという形はありますが、そのときに検

針業務に回られている水道の方で、下水

にとっての情報をどのように共有されて

いるのか、過去、そういう形、先ほどあ

りました不納欠損のところで時効になっ

たような形の問題もある中で、そういう

ことが起こらないような対策とか、そう

いう情報の共有をどのようにされている

のかお聞かせください。

　以北の合流式の水路の管理であります

が、これは地元の水利委員とそれぞれ情

報を密にしていただいて、そういう形の

日常の業務に取り組んでいただいている

ということで、これはそれで理解できま

した。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁を求

めます。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　貸付金の予算

計上の考え方というご質問だったかと思

うんですけども、先ほども言いましたよ

うに、啓発を一生懸命やっていく中で、

数年前までは、貸付というのは数件程度

しかなかったんですけども、平成２５年、

また平成２６年も貸付件数はふえており

ます。平成２７年度以降もふえてくる可

能性もあるので、そういった可能性を考

慮しつつ、一方で、不用額が大きいとい

うこともございますので、決算の額も見

ながら、予算計上に当たっては、そこら

辺を考慮していきたいと思っております。

　それから、徴収事務事業の中で、検針

員からの情報共有ということでございま

すけども、以前も無届工事もしくは市の

ミスによって使用料が徴収できなかった

というものがございました。以降の取り

組みとしまして、一つには、検針員から

随時、ここは下水道を使っているんじゃ

ないかというようなものがあれば、そう

いった情報をいただくということになっ

ております。さらに、下水道業務課の取

り組みとしましては、水道の名義人が変

わったようなケースで、切り替え工事が

行われることもございますので、そういっ

た場合には現地のほうに出向きまして、

現地を確認する、使われているかどうか

を確認するというようなことも行ってお

ります。こういった取り組みによりまし
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て、無届工事の早期摘発というのも現状

はできておると認識をしております。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　では、野原委員

の２回目のご質問にお答えさせていただ

きます。

　まず、水洗化率の向上についての取り

組みについてお答えさせていただきます。

　これにつきましては、先ほど部長の話

したとおり、職員で回ってやっていきま

す。それで、来年度につきましても、予

算をあてがうというよりは、私どもの職

員のほうで今後もこの作業を続けていき

たいと考えております。

　次に、普及率についての今後の取り組

みということのご質問についてお答えさ

せていただきます。

　普及率につきましても、ほとんど汚水

のほうは整備のほうが済んでいる状態に

はなっております。しかし、まだ足りな

いところ、いろいろな部分に問題をはら

んでいるところはあるんですけれども、

目途としましては、やはり年間大体０．

１％伸びるか伸びないかなというような

ところにはなるかと思います。しかし、

今、主に汚水管の整備をするのは、事務

所のところに汚水管を入れていることが

多くあります。これも、昼間人口としま

しては、生活排水が出てくるところにな

りますので、率にはあらわれてきません

が、処理量としては多くなるというよう

なこともございますので、今はどちらか

というと、そちらのほうに力を入れてい

るというような感じになっております。

　今後につきましては、そのような感じ

で進めていきたい、またそれを継続して

やっていきたいかなと考えているところ

でございます。

　次に、ガランドのせせらぎ水路の維持

管理についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。

　地元のほうで草刈りなど、年に４回だ

と思いますけども、やっていただいてお

ります。私もできるだけ出席させてもらっ

ています。非常に地元の協力には、感謝

にたえないところだと考えております。

作業につきましては、私どもの樹木管理

委託の中で草花については、その都度、

提供している形にはなっております。そ

れで、提供しながら、それを一応現場の

ほうでガランドのほうに使うのが主には

あるんですけれども、それが全部使われ

ることは、まず数的には問題なかろうか

と思います。若干余った分につきまして

は、参加者の方々のほうにお配りしてる

ケースがございます。数につきましては、

なかなかふやすことが難しい状態にはなっ

ておりますけれども、しょっちゅう話を

しているのは、ピークを超えた草花でも

ないのかどうかというような話はしてい

ます。それで、ある場合につきましては、

その分を余分に持ってきたりとかはして

いるんですけれども、一応数的なものに

関しましては、今の現状のままでやって

もらいたいなと、そのように考えており

ます。

　次に、水質分析についてですが、水質

分析につきましては、１０地点で計って

はいるんですけれども、基本的にはデー

タに定められた範囲を超えることは余り

ございません。私どもにつきましては、

先ほども管渠のしゅんせつの件でも出て

きましたが、管詰まりになったところに

つきましては、その原因を図るべく、場

合によっては、この調査箇所、その辺の

管渠、詰まったところの付近を調査する

ような形に変えたりしております。これ

も１回データが範囲を超えてもなかなか

すぐにはというふうにはいきませんので、

何度かそこを引き続きやりまして、何度
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も定常的にデータが超えているというよ

うな場合には話をしに行かなければいけ

ない。このような考えのもとで、水質分

析の場所については考えてやっていると

ころでございます。

　それから、しゅんせつ委託料につきま

しても、その場所を定期的にやっている

のかどうかということについてなんです

けれども、これにつきましては、主に年

末にかかる当たりに調べているのが定期

的にやらさせてもらっているところにな

ります。これは職員の調査では、その辺

になっております。油が固まることが多

いですので、やはり気温が低くなると、

固まりやすくなるものでございますので、

大体１２月の初めぐらいに調べまして、

１２月中には作業を終えてというような

形でここ一、二年はやっていこうと。係

の中でそのように進めてやっております。

　それから、調査委託につきましてです

けども、管路の整備された時期の把握、

それから寿命、それから更新計画につい

てどのように考えているかということに

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。

　管路の年度ごとの整備延長については、

把握はしております。数字も押さえてい

ます。場所につきましては、ほとんど押

さえている状態にはなっておりますけど、

ただ資料が古いものにつきましては、若

干１００％と言いにくいところがござい

ます。ただ、それも昭和の終わりから平

成になりましたら、もうほとんどそれに

つきましては把握はできている状態になっ

ております。

　寿命につきましては、一応５０年とい

うのが目途という形にはなっております

が、これはあくまでも目途でございまし

て、一般的には５０年を超えてでも供用

ができている状態にはなっております。

　それから、更新計画につきましてです

が、やはり私どもにつきましても、５０

年というのをある一定の目途として考え

たいと思っております。今の時点では、

まだ５０年に達するものはございません

が、もう４０年を超えてるものも出てき

ております。管渠の埋設時期の古いもの

から管渠の調査をしながら、管渠の状態

を把握して、その古いものの場所のほう

から長寿命化についての計画はもう立て

ていきたいと、今のところ考えておりま

す。

　それから、集中管理室の業務委託につ

いては、一般競争入札で行われておりま

す。

　それから、取水ゲートの契約内容につ

いてということのご質問についてお答え

させていただきます。

　先ほど私の答弁がややこしかったのだ

と思っております。申しわけございませ

ん。委託内容としましては、保守点検の

箇所が２７施設ございます。その中にゲー

トが３０門ございまして、除塵機が１７

機ございます。数がそろわないのは、そ

れぞれの施設においての構造物の数が違

うということでご理解していただきたい

と思います。これらのゲートや除塵機の

日々点検をしまして、大雨洪水の警報が

出たときに、スムーズに動作ができるよ

うに日々点検していただくということが

これの委託の内容となっております。

　次に、雨水の整備率についてのご質問

についてお答えさせていただきます。

　雨水の面積の整備率、公共下水道管に

おける雨水の面積の整備率は５４．７％

となっております。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　普及率に関しましては、

今、事務所とかそういうところからふえ

ていくので、普及率のパーセンテージが
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余り上がることはないということですが、

それぞれ取り組んでいただいているとい

うことで理解しました。

　水洗化率の向上は、平成２７年度以降、

皆さんのお力でそういう形で取り組んで

いくという形を理解しましたので、今後

また推移を見させていただきたいと思い

ます。

　水洗便所改造助成金と貸付金に関しま

しては、いろんな取り組みの中で、今後

も進めていっていただく中で、また新た

な取り組みの中で、平成２７年度以降も

そういう形でふえてくという形の中で、

いち早くそういう形で今後も取り組んで

いっていただきたいと思います。し尿を

他市で今受けてもらったり、下水の処理

を他市で受けてもらっているという状況

が平成２６年度から始まりまして、平成

２７年度以降もそういう形の費用がかかっ

てきますので、その費用はそれぞれ市民

の方にかかっていきますので、いち早く

そういう形のものがなくなってくような

取り組みを今後期待しておりますので、

また平成２７年度予算のときで見させて

いただきたいと思います。

　ガランドのせせらぎ水路でありますが、

これは先ほど教えていただいた形で、や

はり４か月に１回、その辺、市民の方と

一緒に水路を管理していただいておりま

すので、そういう集まってやっていただ

くときには、皆さんが楽しくそこを清掃

して、本当に他市に誇れる、そういう形

で取り組んでいっていただいております

ので、市民の方が１人でも多くそこに参

加していただいて、皆さんがそれぞれ喜

びを分かち合えるような形で、本当に市

の職員の方も休みを返上してそういうと

ころに来られているのは認識しておりま

すので、そういう形でできるものがあれ

ば、そういう花も十分渡してあげて、そ

れをまたその地区で植えてもらえること

によって、まち全体がそういう形できれ

いなまちに変わっていって、他市からも

そういう形でつながっていくような水辺

という形で、皆さんが見ていただけるよ

うな地域に今後もしていっていただきた

いと思いますので、また平成２７年度の

予算のほうを見させていただきたいと思

います。

　下水の管理事業の中で、管の耐用年数

を延ばすというのは、やはり水質のとこ

ろで流してはいけないものを流されてい

るものをいち早く発見した中で、そうい

う形で流されるところを調査して、指導

できるような形で、やっぱりこれは管の

耐用年数の延長にもつながりますので、

今のところをお聞きした中では、月例で

検査していただいとるところと、職員の

方の連携は今のところできているという

形で、今後もそういう情報を共有しても

らって、データをとってもらうという形

で、相手任せじゃなくて、こちらでその

辺のデータ管理はできるような形を進め

ていただきたいと思います。

　しゅんせつも、その上の形としてつな

がってくるものだと思います。

　管渠内調査でありますが、今お聞きし

たら、昭和のいつごろか、４０年からた

つということは、昭和４６年ごろからの

そういう形で整備されていったのかなと

いうような形は思いますので、耐用年数

は５０年とお聞きしますが、管もそうい

う形で、いろんな振動とか、下水道の場

合は、特にいろんなものが流れる状況の

中で、今、冬場は油なんかが詰まりやす

いとか、いろいろそういう形があって、

耐用年数より早くなる可能性もあります

ので、そういった面で、心配なのが１，

０００万円弱の予算の中で展開していく

中で、その管が破裂してしまえば、もう

－18－



それ以上のいろんな費用がかかってきま

すので、事前の調査をきっちり進めた中

で、しゅんせつなんかもやっていけると

いう形の中での平成２７年度以降の予算

の中のつけ方の考え方、そういう形のも

ので古い管が、今お聞きしたら、大体古

い順で、耐用年数のデータも把握されて

いるとお聞きしてますので、それに見合っ

た形で、早目早目に手を打ってもらった

そういう管の中の調査なり、そういう形

をやってもらえる平成２７年度の予算組

みを見させていただきたいと思います。

　ポンプ場の維持管理のところは、契約

は一般競争入札という形でやられている

とお聞きしました。

　ゲートの保守管理のところもお聞きし

てわかりましたが、この間からもゲリラ

豪雨の中で、いろいろ今、管理委託をし

ている業者の方と分かれて出動してもらっ

て、いち早く現場に行っていただいてい

るという形はありますが、業者との連携

はどういうふうになっているのか、警報

が出てからの対応なのか、それ以前から

そういう形の連携ができるのか、そこを

お聞かせいただきたいと思います。

　雨水幹線の整備は今は５４．７％とい

うことで、今後もそういう形で進めて、

やっぱり市民が安心して暮らせるような

形、これは予算との兼ね合いもあります

が、今後も進めていただきたいと思いま

す。

　下水道使用料の徴収は、先ほど答弁を

いただきましたように過去の轍を二度と

踏まないという形の情報共有をされて、

今後もそういう取り組みをしていち早く

そういうとこに手をつけていただくとい

うことを、今後も期待をして、また予算

のほうで見させていただきたいと思いま

す。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　集中管理室での

業者との連携についてのご質問について、

お答えさせていただきます。

　基本的に集中管理室のゲートの開閉に

つきまして、ふだんは当然、雨が降らな

いときにはゲートを閉めまして、田んぼ

の用排水、特に排水につきましては水路

に流すという形が基本になっております。

　ただ、降雨時につきましては、初めて

そこで水路を雨水の排除用として利用す

ることと考えますので、そこでゲートを

あけて公共下水道管あるいは流域幹線、

雨水幹線のほうへ流し込むようになって

おります。

　それで、私どもにつきましては、委託

の中で、集中管理室の委託の中で警報が

出ましたら自動的にそのゲートをあける

ということは業者のほうでやっているん

ですけれども、それ以外、特に野原委員

がおっしゃった集中豪雨などというのが

ございます。これにつきましては、警報

よりも以前に私のほうとか、あるいは部

長のほうから集中管理室のほうに電話を

しまして、ゲートをあけるように指示を

しております。

　閉めるほうにつきましては、雨がやむ

と閉めるんですけれども、あけるほうに

つきましては、場合によっては私ら職員

が集中管理室のほうにゲートをあける指

示のほうをしているような形でしており

ます。

○藤浦雅彦委員長　ほかに質問はありま

すか。

　木村委員。

○木村勝彦委員　若干重複する部分があ

ろうかと思いますけれども、質問をさせ

てもらいます。

　まず最初に、決算書７４ページ、款２

使用料及び手数料、項１使用料、目１下

水道使用料についてであります。
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　第４次行財政改革では、公共料金の値

上げが盛り込まれておりました。平成２

５年度決算を踏まえて料金改定をどのよ

うに考えておられるのか、この機会にお

聞きをしておきたいと思います。

　それから、同じく７４ページ、款２使

用料及び手数料、項１使用料、目１下水

道使用料、これについては全体としての

未徴収分の金額、それに対する回収の努

力について今、若干答弁もあったと思う

んですけれども、やはりこれを減らして

いく努力をするためにはなお一層の努力

が必要かと思うんですけれども、その辺

のことについてお答え願いたいと思いま

す。

　同じく、今度は８０ページの款１下水

道費、項２下水道事業費、目２下水道整

備費ですけれども、今、先ほど公共下水

道の普及率について９８．４％、雨水の

面積整備率について５４．７％というこ

とで答弁があったかと思うんですけれど

も、この件につきましては、ことしは特

にゲリラ豪雨あるいは集中豪雨の頻度が

高くなってきております。そういう点で

は、やっぱり雨水幹線の完成を急ぐべき

だと思うんですけれども、整備率を最終、

９０％台に上げるというのは大体最終目

標としてはいつごろを考えておられるの

か、その辺のことについてお聞かせ願い

たいと思います。

　次は、同じく８０ページ、款１下水道

費、款２下水道事業費、目１下水道管理

費ですけれども、先ほどより答弁があっ

たんですけれども、正雀終末処理場の機

能停止に伴ってそういう貸付金あるいは

助成金が今のままでいいのかどうか。５，

０００円ということですけれども、やは

り利用者も少ないということは、５，０

００円ぐらいではどうにもならんという

家庭もあろうかと思います。その辺のこ

とについては、目標を毎年２００キロリッ

トル減らしていくという点では不十分だ

と思うんですけれども、その辺のことと

あわせてお答え願いたいと思います。

　同じく８０ページの款１下水道費、項

２下水道事業費、目１下水道管理費です

けれども、これは先ほど来、答弁もあっ

たんですけれども、平成２４年度決算で

１，５００万円程度になるということで

ありましたけれども、現状の取り組みは

私はやはり十分ではないのではないかと

いう考えを持っております。そういう点

では、これからの取り組みについての強

い姿勢を求めたいと思うんですけれども、

その辺の答弁をお願いしたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道使用料

の料金改定の考え方ということでござい

ます。

　下水道使用料は市民生活に密着した公

共料金ということで、できるだけ安価な

ものにしたいとは考えておりますけども、

今現在、経費回収率、使用料単価と処理

原価の割合なんですけども、大体９０％

ぐらいという水準でございます。本来は

１００％にすべきなんですけども、経費

回収率１００％には至っていないという

ことでございます。

　料金改定の考え方ということなんです

けども、平成１３年度、１６年度、１９

年度と料金改定をやってきまして、使用

料収入が２０億円を超えているというの

が料金改定時の目標ではございましたが、

現状は２０億円には至っておりません。

これは、一つは節水型社会へ移行してい

るということ、さらには景気等によりま

して大口の事業化の水需要が減少してい

るということもございます。今後も使用

料の大幅な増加というのは期待できない

と思っております。

－20－



　一方で下水道資産というのは年々ふえ

てきておりますし、今後、改築、更新と

いうのも確実に実施をしていかなければ

ならない。さらには、本市の場合、調整

区域の汚水整備というのも今後考えてお

りますので、今まで以上に下水道経営と

いうことが重要になってくると認識して

おります。

　そういう中で、長期的な収支見通しを

今後立てまして、その中で料金改定をど

の時点でお願いするのか、そういったこ

とも検討していかなければならないと考

えております。

　具体的に今、改定時期ということでお

答えはできませんけども、今後、そういっ

た収支見通しをつくる中で、また財政部

局等とも協議をしながら繰入金の状況等

を踏まえて改定時期というのを考えてい

きたいと思っております。

　それから、２点目でございますけども、

下水道使用料の未収分ということでござ

います。

　下水道使用料については、基本的には

水道部のほうに徴収委託をしておりまし

て、督・催告等を水道部のほうからやっ

てもらっておりますけども、以前からこ

の不納欠損の額を減らすためにどうすべ

きかということを両部で協議してまいり

ました。平成２５年度からなんですけど

も、コールセンターを利用して催告等も

行っております。水道部のほうでは、さ

らに給水停止というような措置も講じて

おられますし、催告の回数も今まで以上

にふやしているというふうにも聞いてお

ります。

　そういう中で、下水道業務課としても

水道部に任せきりということではなくて、

下水道業務課としてできる取り組みにつ

いてさらに検討をしていきたいと考えて

おります。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　まず、雨水の今

後の整備と最終目標についてというご質

問について、お答えさせていただきます。

　安威川以北につきましては合流式であ

りますので、ほぼ、今は概成している状

態になっております。

　安威川以南につきましては公共下水道

管としてはまだまだ率は少ない状態になっ

ております。

　雨水の整備につきましては、管渠の場

合と現状の水路の拡充によって賄うとい

う場合の主に２つの方法で下水の排除を、

安威川以南については計画をしておりま

す。全体をいつにやるのかというのはな

かなか難しいであろうかと、今ここで予

測するのは難しい問題ではなかろうかな

と考えております。

　ただ、現状でも、水路につきましては

雨水排除の役目も果たしているところも

ございます。全くもって今の時点でも想

定される下水道の計画流量は賄うことは

できませんが、ある一定の排除のために

水路を使ってるというのが現状であるこ

とから、今後もその水路についての機能

の拡充につきましては、地元の水利委員

などとの調整は当然必要とはなってくる

んですけれども、できるだけ私どもの計

画に即した状態にやっていければ進めて

いきたいと、これは事あるごとには考え

ているところでございます。

　公共下水道管として、丸管・円管とし

て埋めるところにつきましては、これは

予算の許す限りできるだけ進めていきた

いと考えているところでございます。

　ただ、雨水幹線もしかり、平成２５年

度につきましても、雨水につきましては

安威川以南で１か所整備をしております。

これはどういうことかといいますと、や

はり管渠を入れることによって費用に対
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する効果が大きいところにつきましては、

できるだけやっていこうということを考

えております。昨年につきましても延長

は短かったんですけれども、受益される

面積は非常に大きいところ、鳥飼野々１

丁目で雨水管の整備をさせてもらいまし

た。兼ねてより、いつも大雨が降ると道

路に水が冠水するというような苦情を受

けていた地区なんですけれども、それを

やることによって、ことし、少なくとも

ことしの台風のときにはそこの地区から

のお電話をいただかなかったというよう

な経過もございます。私どもにつきまし

ては、そういうふうなところにつきまし

ては、できるだけ少ない費用でできるも

のについては、効果が大きいところにつ

いては、場所がわかり次第できるだけ雨

水管を入れていって、将来的には公共下

水道の計画に沿った整備ができるように

進めていきたいということを考えている

ところでございます。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　貸付金、助成

金のご質問にお答えをしておりませんで

した。

　貸付金、助成金の考え方でございます

けども、貸付金につきましては、現状の

貸付金額というのは、ほぼ、排水設備工

事費に見合う金額であると、平均的な金

額であるというふうに考えておりまして、

貸付金の増額ということは今時点では考

えておりません。

　ただ、助成金につきましては現状５，

０００円ということでございまして、こ

れについては先ほど来、いろいろ委員か

らも言われておりますが、正雀処理場が

廃止になって、し尿処理、浄化槽汚泥の

処理費も今まで以上に高くなっている中

で、一層水洗化を促進する必要があると。

それは重々認識はしておりますけども、

助成金を現行５，０００円から、例えば

数万円程度に上げたときに、どの程度の

効果が上がるのか、これがなかなか見え

ない、費用対効果という面で非常に難し

いところがある、その確認が難しいとこ

ろがある。さらにまた、現在の５，００

０円からいきなり数万円というのが妥当

なのかという公平性の問題もございます

ので、こういったことをさらに検討しな

ければならないのかなと考えております。

　処理場廃止の折には、年間で２００キ

ロリットルずつぐらい減らしていくんだ

というような計画は立てておりました。

し尿、それから浄化槽汚泥を合わせて過

去大体２００キロリットルずつぐらい減っ

てきてるので、今後もそういったペース

で減らしていきたいということは考えて

おりましたけども、現状、平成２５年、

２６年と、なかなか思うようには減って

いない。し尿のほうはかなり減少はして

きてますけども、浄化槽汚泥につきまし

ては余り大きく減っていない。一つには

浄化槽から下水道に切りかえるときに最

終くみ取りが発生しますけども、そういっ

た最終くみ取りがふえているということ

がございます。浄化槽の基数としてはふ

えてはおりませんけども、最終くみ取り

がふえることによって浄化槽汚泥の処分

量がふえるということがございます。

　さらに、浄化槽の場合ですと、本来で

あれば年に１回は浄化槽汚泥のくみ取り

というのが必要になってくるんですけど

も、これがなかなか適正に行われていな

い中で、一方でちゃんと浄化槽を管理し

てくださいよと、定期検査をして、浄化

槽汚泥も年に１回は抜き取ってください

よというような啓発をしてますので、そ

ういう意味でいえば、これは浄化槽汚泥

がふえる要因にはなるんですけども、そ

ういったことから年間２００キロリット
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ルずつ減らすという当初の目標というの

は平成２５年度には実現できておりませ

ん。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４７分　休憩）

（午前１１時４８分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道使用料

の徴収漏れということで、平成１７年、

１８年と収入未済額が４，０００万円を

超えるような未収問題が発生いたしまし

た。

　現在、大体６５％ぐらいは回収できて

るんですけども、残りについては平成２

２年、２３年、２４年と毎年不納欠損を

してきた中で、現在は徴収というのはで

きない、もう不納欠損で落としておりま

すので、これについては回収できなかっ

たということでございます。

　そもそも徴収できなくなった原因とい

う中に、市の内部の連絡ミスなど、使用

者の原因ではなくて、市の管理体制とい

うものに大きな問題があり、使用料の未

収問題が発生したということで、市民の

皆さんにお願いはしたものの、その点に

ついての理解を完全に得ることはできな

かったと。非常に厳しいご指摘をいただ

く中でお願いはしてきたんですけども、

最終的に全額の回収には至らなかったと

いうことでございます。

　以降、こういった問題が発生しないよ

うに、先ほども野原委員のほうからもあ

りましたけども、水道部との連携、さら

には下水道業務課の内部で現地調査をす

る、水道の名義人が変わった段階で現地

のほうに赴くですとか、新築物件があれ

ば現地のほうに確認に行くと、こういっ

た今まで以上に緻密な対応をしておりま

す。

　こういう中で、以前のような市のミス

による未収というのは発生はしておらな

いという状況でございます。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　第４次行革で、公共料

金の値上げが盛り込まれて、今度、第５

次行政改革の中で、その問題がどのよう

に変化したのか、公共料金の値上げを見

込んで第４次行革が進められて、第５次

行革になってそのことがどういう形で変

わっていったのか、その辺の経緯につい

てお聞きしたいと思います。

　それと、安威川以南の雨水幹線の問題

ですけれども、ことしの異常降雨、ゲリ

ラ降雨で、番田水門ができた関係で鳥飼

水路あるいは南水路、その辺の安全対策

というのは一応クリアできてよかったな

と思ってますけれども、やはりその地域

の方はやっぱりあれだけ雨が降って警報

が出たりすると大変不安を持たれます。

そういう点では、あの地域というのは昔

から水との戦いで、その生活の知恵の中

から三ツ樋というものができて、そこで

いろいろと改善されてきた経緯はあった

んですけども、平成１１年の水害で、や

はりこれではいかんということで番田水

門ができたんです。そういう点で、まだ、

やっぱり住民の中にそういう不安があり

ますので、雨水幹線の整備はやっぱり急

いでもらわんと、雨水の面積整備率が約

５４％、そういう状況の中ではやっぱり

市民の不安はぬぐえないと思うので、そ

れは急いでもらわないかんと思います。

　今、樫本課長の答弁では、今のところ

雨水幹線の最終目標はまだはっきりわか

りませんということの答弁だったんだけ

れども、それではやはり市民を説得する

ことについては非常に弱いものがあると

思いますので、やはりそれは急いでもら

わんといかんと思うんですけれども。そ
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の辺のことについては、一遍、山口部長

のほうから答弁を願えませんか。

　それから、助成金の問題は、これは難

しい問題ですけれども、やはり５，００

０円の助成金ではとてもやないけど追い

つかへんということで躊躇されている方

もおられることは、私は事実だと思うん

ですね。それを他市並みに１万円なり２

万円に上げるということは大変難しいこ

とですけれども、やはり正雀終末処理場

の廃止で毎年２００キロリットル減らし

ていくということから考えていけば、や

はり何とかその辺は増額をするというこ

との判断ができないのかなという思いが

します。その辺の思いについて、一遍、

聞かせてください。

　それから、不納欠損の問題は、これ以

上は置いておきます。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５４分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開いたします。答

弁を求めます。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　使用料の改定

についてでございますけども、下水道使

用料については、市民生活に密着した公

共料金であると。

　これはできるだけ安価なほうが望まし

いわけですけども、先ほども言いました

ように、経費回収率としては１００％に

至っていない、９０％程度にとどまって

いるという状況でございます。

　受益に見合う負担ということでいえば、

１００％が望ましいわけでございますけ

ども、今原課で考えておりますのは、ま

ずは今後の収支見通しを作成したいと考

えております。

　一般会計もかなり厳しい状況でござい

ますけれども、一般会計から今後どの程

度繰り入れできるのか、使用料収入がど

うなのか、公債費であるとか、維持管理

費がどうなのか、こういったところをトー

タルで考えまして、長期的にどの時点で

料金改定が必要なのかというのを改めて

検討しなければならないと思っています。

　そういったことで、今すぐにというこ

とではなくて、長期の見通しをたてた中

で、改定時期というのは検討していきた

いと思っております。

　それから、助成金でございますけども、

現行５，０００円、これをどの程度まで

上げればどれだけの効果が上がるのかと

いうのは、見込み、予測というのがなか

なか難しいわけでございます。

　ただ、し尿処理費が以前と比べて、相

当ふえております。水洗化に今まで以上

に力を入れなければならないということ

は十分認識しておりますので、他市の事

例等もございますので、そういったもの

をさらに調査し、適正な助成金、適正と

いいますか、どのくらいにすればどのく

らいの効果が上がるのか、費用対効果に

ついて、もう少し検討していきたいと思っ

ております。

○藤浦雅彦委員長　山口部長。

○山口土木下水道部長　安威川以南の雨

水整備についての質問でございますけれ

ども、私としても同感でございます。

　ただ、今後雨水整備、鳥飼八町地域、

それと東別府地域も、雨水整備をする予

定をしております。

　ですから、今後も関係部局に対しては、

中長期的計画も作成して、また必要性を

強く、積極的に述べて、早期完成に向け

て努力してまいりたいと思っております。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　今答弁いただいたので

すが、第４次行財政改革の中では間違い

なく公共料金の値上げの問題が含まれて
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おったわけですね。

　それがもう第５次行革に入っていくの

ですが、その中でそのことが一体どうい

うふうな状況になっているかということ

について、私たちは理解できない部分が

ある。

　せっかく第４次行革で出された方針が

第５次行革では曖昧になってしまうと言っ

たら、おかしいですけれども、その形が

見えないというようなことについては、

行政の姿勢としていかがなものなのかと

いうことを感じますので、その辺のこと

についてのお考えを一遍聞かせてもらい

たいと思います。

　あとは大体、先ほど部長のほうで答弁

が一緒やということをお聞きしましたの

で、もうこの辺で置いておきます。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　行革の中でも

受益に応じた負担ということで言われて

おりますが、一遍に例えば経費回収率を

１００％にできるのか、これはなかなか

難しいと考えております。ある程度時間

をかけてやっていかなければならないし、

また、下水道料金については、市民生活

への影響も大きいということなので、そ

ういったことも考慮していかなければな

らないと。

　使用料について言えば、府下平均が大

体２，０８０円ぐらいでございます。２

０キロリットル使った場合ですが、これ

が本市の場合は２，１９４円ということ

で、府下平均を少なくとも上回っている

水準であると。

　さらに、北摂で言えば、２０キロリッ

トル使った場合の使用料としては本市が

一番でございます。

　そういった中で、下水道使用料をどの

辺まで上げていくべきなのかということ

については、現在は一般会計の繰入金の

ほうで、ある程度補填はしていただいて

おりますけども、今後そういった繰入金

がどうなるのか、下水道の収支がどうな

るのか、これをやはり基本に考えるべき

だと思っております。

　その中で料金改定が必要だということ

になれば、またそういった議論をしてい

くようにはなるのですが、今の時点では

少なくとも具体的にいつやろうというこ

とは考えておりません。

　収支見通しをこれからつくっていこう

と考えておりますので、その中で財政部

局とも協議しながら、また市民生活への

影響等も考慮しつつ、改定時期というの

を考えていきたいと思っております。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　公共料金を抑えてやっ

ていくというのも一つの選択ですけれど

も、以前に水道料金を長年値上げをしな

いで、ずっとそのまま継続していって、

政権がかわっていって、今度上げるとき

に市民の負担感が一挙に大きくなったと

いうケースもありますので、そういう点

では一気に大幅な値上げということは決

して望ましくないと思いますので、その

ときには相当、１０年以上、１５年ぐら

い値上げしなかったわけです。

　それが一気に上がったものだから、市

民の負担感というのが物すごく大きくなっ

て、市民の中から苦情が相当、相次ぎま

した。

　そういうことを踏まえて、長期的な展

望で段階的に上げていくというようなこ

とも一つの選択だと思いますので、その

辺のことを整理をして取り組んでもらう

ようにお願いをして、私の質問は終わり

ます。

○藤浦雅彦委員長　次に、弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、私のほう

からは３点に絞ってお聞きしておきたい
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というふうに思います。

　一つは、下水道の接続率というような

ことで、先ほど普及率、水洗化率等々の

話が出ているわけなのですが、先日いた

だいている第４次総合計画の第５期実施

計画の中にあった資料で、見ておりまし

たら、接続率というようなことで数字が

０．１％でありますけども、減少してい

るということでありました。

　普及率は伸びているけれども、まだそ

こへの接続へというような形で追いつい

ていないというふうなそういうことでコ

メントが載っているのですが、そこらあ

たりのところについて再度、現状と認識

についてお聞かせください。

　２点目は、そのこととかかわってくる

とは思うのですが、これは決算書の７４

ページの水洗便所改造資金貸付金返還収

入なのですが、収入済額で、１１１万４

００円です。

　午前中の質疑の中でもありました収入

未済額は４３１万３，７００円ですが、

そもそもその調定額で出ている５４２万

４，１００円、これの位置づけと、２割

しか収入としては入ってきていないとい

うふうなことなのですが、この制度その

ものの位置づけ等も含めて疑問を持つと

ころです。

　もう一度、ここのところを教えていた

だきたいというふうに思います。

　それともう１点は、これは決算概要の

２３２ページですが、公共下水道整備事

業の内訳で、その内訳のどこに入るのか

なというようなことも合わせて教えてほ

しいのですが、事務報告書を見ましたら

２６４ページです。

　これは公共下水道整備事業（工事設計

外委託料等）の項目なのですが、公共下

水道内水浸水対策調査業務委託というよ

うなことで２５２万円というのが出てい

ます。

　先日説明を受けました内水浸水想定区

域図がつくられて、それはこの１０月か

ら公表というようなことになっています

けれども、その委託をここでやったとい

うようなことだと認識しておりますが、

そこの委託業務内容の中で、鶴野第一排

水区、味舌第二排水区浸水原因、対策工

検討というようなことで記載があります。

　ここの部分、以前に浸水もしておりま

す。その浸水原因、また対策を検討、こ

れは受託したコンサルタントのほうから、

何かしら報告を受けておられるのだと思

うのですが、そこを教えていただきたい

と思います。

○藤浦雅彦委員長　それじゃあ答弁お願

いします。

　石川次長。

○石川土木下水道部次長　貸付金でござ

いますが、調定額としては５４０万円。

この調定額のうち、現年度分、つまり貸

付金は毎月の３６回分割払いということ

になっていまして、現年度分、平成２５

年度に返還されるべきものが、５４０万

円のうちの１０８万円であると。現年度

分ですね。過年度滞納分として、４４１

万円あるということでございます。

　返還収入の１１１万円のうち、９６万

５，５００円、これは現年度調定分にか

かる収入済み分でございまして、収納率

としては、９６％近くになっております

けども、滞納分については３％強にとど

まっているという状況でございます。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　では、弘委員の

下水道事業課にかかわる質問についてお

答えさせてもらいます。

　接続率が減少しているということにつ

いてですが、ここ３年ほどなのですが、

東別府の相生住宅のところで、近年では
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珍しいほど汚水桝を設置する件数が非常

に多くありました。

　その分の接続のほうが、水洗化のほう

がまだ、設置のペースにすれば、接続の

ペースがちょっと遅いということもあり

ますので、その辺で接続率のほうが下がっ

ているものかと考えております。

　それから、公共下水道内水浸水対策調

査業務委託についてということで、これ

は公共下水道整備事業の工事設計外委託

料の中に含まれているものでございます。

　これにつきましては、以前に内水浸水

想定区域図のほうをお渡しさせてもらっ

たと思うのですが、これの作成業務と、

鶴野と正雀地区の合流で概成されている

ところで浸水をしたことがありました。

　この分について、すぐに対策を講じて、

浸水の被害の範囲を減少することができ

ないかというような調査も合わせて、浸

水想定区域図を作成するときにあわせて

それも検討した業務委託になっておりま

す。

　一応、検討の結果なのですが、まず正

雀地区につきましては、どうしてもポン

プ場があるところは大体、地形がやはり

低いところになっております。

　正雀地区につきましても、相対的には

地形が低いところになっておりまして、

どうしても水が集まってくるというとこ

ろという地形的な制約もございます。

　流域下水につきましても、一番最下流

になります。何とか、貯留なりあるいは、

接続かえをして排水をよくなるとかいう

ようなことの検討はしたのですが、正直

なところ、効果的な整備の方法は見つか

りませんでした。

　やはり、現状の中で対応していかなく

てはいけないという形になっております。

　鶴野地区につきましては、状況的には

これも全体の流域公共下水道的には下流

側のほうに属しています。

　条件的には非常に厳しいのですが、こ

こにつきましては、青少年運動広場のほ

うに貯水タンク、これも１１トンほどと

いうことになるのですが、これぐらいの

ものを整備すれば変わるのではなかろう

かというような結果は出ています。

　ただ、これについては非常に費用が高

いものになります。概算なのですが、１

０億円というような額になります。その

ような結果が今の時点では出ております。

　私どもとしましては、そのような結果

が出たものですので、とにかく鶴野地区

に関しましては、青少年グラウンドのと

ころに堰を設けて、表面上で水の流出を

抑える、これでも効果のほうはあると思っ

ております。

　ただ、正雀につきましても、公民館な

どはあるのですが、どうしても貯留する

には範囲が狭いということにもなってお

りまして、抜本的に何か効果的なものは

今、金額を出してでもというのはなかな

か難しいところがございます。

　ここにつきましては、私どもとしまし

ても、ハードだけではなくて、ソフト面

でも物事を考えていかないといけないの

かなというような結論に達したところで

ございます。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　２回目になりますが、下水

道接続率のところでおっしゃられるとお

りなのかなというふうに思います。

　午前中からのいろいろな議論の中でも

言われていますように、し尿処理費が大

きくなるというようなことで言いました

ら、水洗化をどんどん急いでいくという

ふうなことが大事というふうなことは言

うまでもないというふうに思うのですが、

そうしたときにやっぱり重点になってく

るところということも、部長も先ほど答
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弁でおっしゃられたように、啓発を進め

て戸別訪問をして、啓発発動の自身に当

たっていくというようなことも、計画の

中にも書かれておるわけです。

　ただその戸別訪問の啓発でどういうペー

スで改善がしていくのかなというような

ところで言いましたら、ここのところで

言ったら私も疑問だなと思うわけであり

ます。

　そうしたときに、実態に即した支援と

いうようなことも、どうしても必要だと

いうふうに思うわけです。

　そこで２点目のところの水洗トイレに

かかわる工事の貸付金やまたは助成金と

いうようなところにどうしても目がいく

のですが、この貸付金にかかわっては、

なかなかこの工事にかかわる費用という

ようなところの１０万円から３０万円ほ

どの金額、これは一括で蓄えですぐに出

せる方ばかりではないというようなこと

で設けられているというふうに思うので

すが、そこに貸し付けだけでも滞ってし

まうというようなこと、ここの支払い督

促という形で本会議で議会のほうにも説

明がありました。

　そうしたことから言っても、ここの対

象になられている方の生活状況とかいう

ふうなことが、本当に厳しいのではない

のかというふうに思うわけです。

　一定の蓄えがあったら、２０万円、３

０万円のそういった工事が貸し付けがな

くてもやれる方もいらっしゃるというふ

うに思うのですが、そうじゃない方たち

に対しての負担といったときに、この制

度が今どの程度機能をしているのかとい

うふうに思いますし、助成金で言いまし

たら、５，０００円と言ったら本当に金

額の少なさというのを言われる方もいらっ

しゃいます。

　以前、この助成金の制度がつくられて

から、当時の状況と今とまた大きく違っ

てきているのではないかというふうにも

思いますし、そこらあたりのところの検

討がやれないのかというふうに思います

し、この貸し付けを受けられるときに、

保証人の問題で言われました。生活困窮

されている方なんかでなかなかいろんな

ところから借り入れが困難だと言われる

ようなそういう方の相談なんかも結構、

寄せられることがあります。社会福祉協

議会の借り入れなんかもできないという

ふうな方、極端に言えば生活保護になら

れる方、こういう方たちの家庭で、水洗

化をしてほしいというふうなことになっ

たときに、どういう対応ができるのかと

いうようなことです。そのようなことに

ついてもお聞かせいただけたらなという

ふうに思っております。

　それともう１点の内水浸水対策業務委

託について、前回、対策ですぐに打てる

ことはないのかって私が聞きましたら、

なかなかすぐには改善が難しいとおっしゃ

られましたけれども、その資料を見てま

したら、こういう検討がやられているの

だというのが目につきまして、やっぱり

聞いておきたいなというふうに質問をし

ました。大きな費用がかかるというふう

なことでありますけれども、実際浸水の

被害を受けられている地域の方にしてみ

ましたら、何とかならないのかなという

ふうに思いを持っておられるというふう

なことであります。この間の説明のとお

り、優先順位として安威川以南の雨水を

まず取り組んでいくというようなことを、

もちろんそのところは理解をしています

けれども、ぜひ、よかったら検討でコン

サルタントがどういう調査の結果を出し

てきたのか、一度目にしたいなというふ

うにも思いますので、その点は後ほどで

結構ですので、資料をお見せいただけた
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らと思います。ここは要望にしておきま

す。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　貸付金、助成

金の考え方でございますけれども、貸付

金について、一つは排水設備工事費とし

て、従前と余り変わらないのではないの

かと。

　その要因としては、指定工事店制度を

取り入れているということもあろうかと

思うのですが、そういった中で貸付金に

ついてはほぼ排水設備工事費の平均的な

金額であるというふうに認識をしており

ますので、これについての見直しという

のは今の時点では考えておりません。

　助成金ということでございますけれど

も、午前中にもお答えしたように、本市

は貸付制度と助成金制度を併用できると

いうことで、そういった中で、水洗化率

については府下水準という状況でして、

現行の制度のもとでここまできていると

いうことが一つございます。

　ただ、し尿処理費が従前に比べて上がっ

ている中で、一層の水洗化率の向上を図

らなければならないということでござい

ますので、これについては費用対効果、

それから公平性というようなことを検討・

考慮しつつ、今後適正な水準、助成金を

どの辺まで上げることが水洗化の促進に

も効果があるし、また公平性という点で

も大きな問題はないと、そういった水準

を見つけていく必要があるのかなと考え

ています。

　これは他市の事例等を見ながら、今後

研究していきたいと思っております。

　それから、生活保護世帯の場合ですが、

生活保護で持ち家というようなケースは

少ないとは思うのですが、そういったこ

とで申請があれば、助成は全額できると

いうことになっております。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　ありがとうございます。

　昨年の３月に、一般廃棄物処理基本計

画が更新されたときに、出てた資料も見

たのですが、その中でし尿くみ取り人口、

その当時ですが９０４人。浄化槽処理の

人口が４，８６８人と、そういうような

ことでした。

　若干それから変わってきているという

ふうに思うのですが、それだけの市民が

どういう状況かというようなことの事態

の把握、それからじゃあ、対策をどうとっ

ていけるのかというふうなことなのでは

ないかというふうには思っています。

　それぞれのご本人の意向というような

ことがもちろんあるというふうに思って

おりますし、水洗化にしたいけれどもで

きないんだ、みたいなそういうふうな状

況のところも中にはあるというふうに思

います。

　そこのところを啓発といいますが、お

願いもして下水道に接続していくという

ふうなことの仕事をされているというふ

うに認識しておりますから、やっぱり大

変な仕事だというふうに思っております。

　それは１歩でも２歩でも改善していく

ために、制度の利用というようなことで

お願いしていきたいのと、当人たちの方

からしてみましたら、言われましたよう

に工事の費用の負担、それからその後の

下水道使用料が上がる負担というふうな

ことにもなっていきますので、下水道の

使用料が高いというふうな意識をどうし

ても多くの市民の皆さん、水道もそうで

すが、合わせて持っておられると思うの

です。

　そんな中での取り組みというようなこ

とになっていきますから、ぜひぜひ、こ

の問題、１歩でも２歩でも前進していく

ようなことで取り組みをお願いしておき
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たいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　公共下水道内水浸水

対策調査業務委託の結果報告で提出でき

るようなものはありますか。

　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　はい。

○藤浦雅彦委員長　では後日、建設常任

委員へ資料の提供をお願いしたいと思い

ます。

　以上で認定第５号の質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時２８分　休憩）

（午後１時２９分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　認定第２号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　渡辺水道部長。

○渡辺水道部長　それではよろしくお願

いいたします。

　認定第２号、平成２５年度摂津市水道

事業会計決算認定の件につきまして、決

算書に基づき、目を追って主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。

　まず、決算書の１２ページをお開き願

います。

　平成２５年度摂津市水道事業報告書の

１．概況に記載いたしておりますが、平

成２５年度の年間総配水量は、１，０７

１万３，４９０立方メートルで、前年度

に比べ、３万４，７３０立方メートルの

増加となっております。

　年間総有収水量は、９８６万８，３１

４立方メートルで、前年度に比べ、１３

万９，６７８立方メートルの減少となっ

ております。

　この主な要因いたしましては、市内事

業者や市民の方々の節水対策等によるも

のと考えております。

　水源別内訳の配水量につきましては、

別表１、年間総配水量に記載いたしてお

りますように、自己水の割合は前年度と

変わらず、全体の３２．６％を占め、３

４９万１１０立方メートルとなっており、

一方、大阪広域水道企業団の割合は全体

の６７．４％を占め、７２２万３，３８

０立方メートルとなっております。

　また、１立方メートルあたりの給水原

価につきましては、１３ページの別表２、

給水原価・給水単価の推移に記載いたし

ておりますように、前年度に比べ、１．

３％、２円３６銭低下の１８２円４６銭

になっております。

　また、供給単価につきましては、０．

５％、９５銭上昇の１９７円３５銭となっ

ております。

　続きまして、２２ページをお開き願い

ます。

　１、収益費用明細書についてご説明申

し上げます。

　収益でございますが、款１水道事業収

益、項１営業収益、目１給水収益は、前

年度に比べ０．９％、１，８０２万２，

２９０円の減額で、１９億４，７５３万

６，４５２円となっております。これは、

節水の影響などにより、水需要が減少し

たことによるものでございます。

　目２受託工事収益は、前年度に比べ２．

７％、５２万９，５０２円の減額で、１，

９０３万７，０２３円となっております。

これは、公共下水道事業における移設受

託工事収益が減少したものでございます。

　目３その他営業収益は、前年度に比べ

１１．５％、１１９万３，７７３円減額

で、９２１万３，１５２円となっており

ます。これは、マンションなどの新築及

び建て替えなどの住宅開発に伴う設計審

査や工事検査の手数料が減少したことな

どによるものでございます。

　目４受託事業収益は、前年度に比べ２．

４％、７８万９，５２３円の増額で、３，
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３４０万９５２円となっております。こ

れは、下水道使用料徴収受託料の増加に

よるものでございます。

　目５他会計負担金は前年度に比べ３７．

６％、７２万３９６円減額で、１１９万

６，１１２円となっております。これは、

消火栓の修繕・管理等の費用を繰り入れ

たものでございます。

　次に、項２営業外収益、目１受取利息

及び配当金は、前年度に比べ３２．３％、

５１万５，７７６円の増額で、２１１万

２，５２７円となっております。これは、

預金利息が増加したことによるものでご

ざいます。

　目２土地物件収益は、前年度に比べ６．

３％、２０万円増額で３３７万２，７５

０円となっております。これは、消防庁

舎、鳥飼送水所ゲートボール場、旧鳥飼

送水所跡地の土地使用料及び太中浄水場

ゲートボール場の施設使用料でございま

す。

　目３雑収益は、前年度に比べ２８．１

％、３４万６，４７３円の減額で、８８

万８，６４６円となっております。

　目４納付金は、前年度に比べ３４％、

３，２４３万７，５００円の増加で、１

億２，７７２万５，０００円となってお

ります。これは、集合住宅の建設がふえ

たことなどで納付金がふえたことによる

ものでございます。

　目５他会計負担金は、前年度に比べ７

４．８％、２，１８６万５，１０１円の

減額で、７３４万８，５１８円となって

おります。これは、主に平成２４年度に

終了いたしました水道料金の福祉減免相

当額の一般会計負担金の減少によるもの

でございます。

　続きまして、２３ページ、費用につき

ましてご説明申し上げます。

　款１水道事業費用、項１営業費用、目

１原水・浄水及び送水費は、前年度に比

べ２．４％、２，０５１万６，８６２円

増額で、８億７，７３３万３，００４円

となっております。これは、太中浄水場

や送水所の運営に係る人件費、維持管理

費、動力費、受水費等の費用で、増加の

主な理由といたしましては、動力費や施

設の維持管理に係る委託料や修繕料など

の増加によるものでございます。

　２３ページから２４ページにかけまし

て、目２配水・給水費は、前年度に比べ

３．９％、７５４万９，６７５円減額で、

１億８，４６８万７，８８８円となって

おります。これは、人件費のほか、夜間

及び休日における修繕業務の委託及び漏

水調査、水道管漏水による修理、給水管

の切り替え工事などの費用で、減少の主

な理由としましては、人件費や給配水管

の維持管理に係る修繕費などの減少によ

るものでございます。

　目３受託工事費は、前年度に比べ８．

７％、２４０万２，３５９円減額で、２，

５２０万７４７円となっております。こ

れは、人件費のほか、給配水管布設受託

工事や受託修繕に伴う給水装置の修理費

や材料費等で、減額の主な理由といたし

ましては、受託工事に係る工事請負費な

どが減少したことによるものでございま

す。

　２４ページから２５ページかけまして、

目４業務費は、前年度に比べ４．１％、

３９５万８，１２８円減額で、９，２３

２万１，００８円となっております。こ

れは、人件費のほか、開閉栓業務などに

係る委託料等で、減額の主な理由といた

しましては、人件費などの減少によるも

のでございます。

　目５総係費は、前年度に比べ３．５％、

６１１万３，００３円増額で、１億７，

９４４万１，１３９円となっております。
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これは、人件費のほか、中央送水所施設

管理業務やＯＡ機器の保守、電子複写機

などの借り上げ、郵送料等の一般部局へ

の負担金、その他、水道事業運営に係る

一般管理的な費用で、増加の主な理由と

いたしましては、中央送水所屋上の防水

工事などの工事請負費等が増加したもの

でございます。

　２５ページ、目６減価償却費は、前年

度に比べ１１．９％、３，９２２万５，

５９０円増額で、３億６，９９８万７，

０６０円となっております。この増加の

主な理由といたしましては、機械及び装

置、工具・器具及び備品に係る減価償却

費が増加したことによるものでございま

す。

　２６ページの、目７資産減耗費は前年

度に比べ９１．１％、９，４５１万８，

３５２円減額の、９２２万４，７３３円

となっております。これは平成２４年度

に実施した、旧鳥飼送水所の取り壊しが

終了し、構築物などに係る資産減耗費が

減少したことによるものでございます。

　項２営業外費用、目１支払利息及び企

業債取扱諸費は、前年度に比べ９．８％、

９２５万１，５１４円減額で、８，５１

７万９，９４１円となっております。こ

れは、平成２４年度までに借り入れた企

業債に係る支払利息でございます。

　目２雑支出は、前年度に比べ１３．５

％、２８万５，５８５円の増額で、２４

０万１，８８６円となっております。こ

れは、水道料金過年度還付金などでござ

います。

　項３、目１特別損失は、前年度に比べ

５９．９％、７７６万７，９９０円減額

の、５２０万４，５４２円となっており

ます。これは、転出先不明や企業倒産な

どによる水道料金等の徴収不能分を過年

度損益修正損として処分したものでござ

います。

　続きまして、２．資本的収入支出明細

書につきましてご説明申し上げます。

　款１資本的収入、項１、目１企業債は、

前年度に比べ２５％、１，０００万円減

額で、３，０００万円となっております。

これは、配水管整備事業を実施するため

に借り入れた企業債でございます。

　項２、目１、工事負担金は前年度より

６０万円皆増の６０万円となっておりま

す。これは消火栓２か所設置に係る工事

負担金収入でございます。

　次に、２６ページから２７ページかけ

まして、支出についてご説明申し上げま

す。

　款１資本的支出、項１建設改良費、目

１施設改修費は、前年度に比べ６４％、

１億５，６９６万３，６４５円減額で、

８，８３４万７，０００円となっており

ます。これは、太中浄水場等の浄水送水

施設の改修については、中長期的な計画

に基づいて実施しております。平成２５

年度は中央送水所のポンプ室の第３期更

新工事などを行ったものでございます。

　目２固定資産取得費は、前年度に比べ

１１％、２６８万９，１０６円増額で、

２，７１２万７，０３３円となっており

ます。この主な理由といたしましては、

機械及び装置などの購入費が増加したも

のでございます。

　目３配水管整備事業は、前年度に比べ

３５．８％、４，８００万２，３０４円

増額で、１億８，２１７万３，７０２円

となっております。この主な理由といた

しましては、配水管布設や鉛給水管切り

替え工事に係る工事請負費が増加したも

のでございます。

　項２、目１企業債償還金は、前年度に

比べ０．６％、１５６万９，４８７円増

額の、２億６，５１３万６，３９６円と
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なっております。これは、平成１９年度

までに借り入れた企業債の元金償還金で

ございます。

　以上、平成２５年度摂津市水道事業会

計決算内容の補足説明とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。

○藤浦雅彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　森西委員。

○森西正委員　それでは質問させていた

だきます。建設常任委員は初めてですの

で、細かくなるかもわかりませんけれど

も、どうぞよろしくお願いいたします。

　まずは、決算書の２ページですけれど

も、営業収益ですけれども、当初で２０

億４，６１５万１，０００円、そこで補

正で７１８万３，０００円の減額補正を

されていて、決算が２１億９５６万９，

２３７円ということで、予算減額に比べ

て決算が７，０６０万１，２３７円の増

になっています。多額な増になっていま

すけれども、補正で減額をして多額の増

になっているという流れを教えていただ

きたいのです。

　続いて４ページですが、企業債の償還

金です。これは下水のほうでも質問させ

ていただいたのですが、企業債の中には

利率の高い企業債がございます。下水の

ほうでは、財政力指数とか借り換えをす

る場合に高い利率のものから安い利率の

ほうに借り換えをする場合に、財政力指

数とか、いろいろな要件が必要であると。

大阪府の部分に関しては借り換えをした

というようにお聞きしたのですが、水道

のほうではそういうふうなことというの

はできるのか、見てますと、５％、６％、

７％と高いものがあります。ここ昨今は

１％台の利率ということでありますから、

それの借り換えをしたり、そういうふう

なことで経費の削減をできないものかを

お聞きしたいというふうに思います。

　続いて、１２ページです。先ほど部長

からもご説明をいただいたのですが、自

己水と大阪広域水道企業団ですが、自己

水が３２．６％の比率であって、大阪広

域水道企業団が６７．４％の比率であり

ます。これは平成２４年度も平成２５年

度も同じ比率で構成をされていますけれ

ども、この構成というのは、何か決まり

事があって構成をさせているものなのか、

例えば企業団との間で契約とか協定等が

そういうふうなものがあるのか、お教え

願いたいというふうに思います。

　続いてですが、１７ページです。ここ

でこの中の、ハの損失水量というところ

を教えていただきたいのですが、総配水

量というのがあって、総給水量というの

があって、そこで損失というのがありま

す。平成２４年度と比較して平成２５年

度は損失がかなりの増となっております。

この点を教えていただきたいと思います。

　続いて、２６ページのほうに飛びまし

て、固定資産除却費というふうなところ

であります。９２２万４，７３３円。こ

の除却費、処分をされたものだというふ

うに思うのですが、どのようなものを処

分をされたのか、お聞きをしたいという

ふうに思います。

　続いて、その下の特別損失、過年度損

益修正損というところで、５４０万４，

５４２円というのが出ていますけれども、

これはどういうふうなものであるのか、

教えていただきたいというふうに思いま

す。

　続いて次のページ、２８ページですけ

れども、固定資産の明細書で減価償却の

ところですけれども、基本的にこの有形

固定資産というのは、いろいろ減価償却

の計算があると思います。定額・定率と

あると思いますが、基本的に定率法なの
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か、定額法でされているのか、どういう

ふうな計算方法をされているのかをお聞

きをしたいというふうに思います。

　それで、先ほどご説明で減価償却のと

ころで、構築物・機械等を購入されたと

いうふうなことで、ご説明をいただきま

した。この中で、排水設備で今年で１億

９，６９１万２，２２２円の固定資産の

増加になっています。

　ポンプの設備では７，７２２万１，３

００円ということで、多額の増になって

おりますけれども、その点、具体的にど

ういうふうなものを購入されて、増加を

されているのか教えていただきたいとい

うふうに思います。

　続いて、決算概要のほうに進みたいと

思います。浄水課の車両管理事業ですが、

少し金額が小さくて細かいのですが、こ

こで燃料費が予算で２万円出て、決算で

０円です。残額が２万円となっていて、

ここで車両が４台というふうなのが出て

いまして、車両があるにもかかわらず燃

料費が出ていないというふうなことはど

ういうことであるのか、教えていただき

たいというふうに思います。

　続いて、１７２ページ、太中浄水場の

管理運営事業ですけれども、この中で光

熱水費での残額が多かったり、井戸の洗

浄作業委託料、こういうふうなところも

残が多かったり、これは気曝槽等砂撤去

作業委託料、こちらも残が多かったり、

運転監視業務委託料というところでも、

残が多かったり、そういうふうなところ

で、残が多いというふうなところはどう

いうふうなことで残が多くなっているの

か、お教え願いたいというふうに思いま

す。

　太中浄水場の自家発電機保守業務委託

料というのがありますけれども、この自

家発電、何かあったときに自家発電とい

うことになるかと思います。

　それの保守点検業務だというふうに思

いますが、実際に平成２５年度とかそう

いうふうなところで自家発電を作動した

ことがあるのかないのか、お教え願いた

いというふうに思います。

　その中で気曝槽等砂撤去作業委託料で、

井戸の洗浄作業委託料、運転監視業務委

託料、ホイストクレーン保守点検業務委

託料というのがありますけれども、聞き

なれない名前でありまして、どういうふ

うなものであるのかということと、委託

料ということでありますけれども、その

委託先はどういうふうなことで決められ

ているのか、入札なのか、例えば随意契

約とかそういうふうなことであるのか、

お教え願いたいというふうに思います。

　続いて１７４ページですが、受水費、

先ほど大阪広域水道企業団とその自己水

とのというふうなことでお聞きをしまし

たけれども、これは金額が出ております

けれども、例えば金額的に１リットルに

換算すると幾らぐらいなのかとか、例え

ば太中の自己水にかかる金額とその大阪

広域水道企業団からの受水の経費といい

ますか、これはどの程度の差額があるの

か教えていただきたいというふうに思い

ます。

　続いて１７６ページですが、マッピン

グシステム運営事業というのがあります。

初めてこのお名前を聞いたので、どうい

うふうなものなのか教えていただきたい

というふうに思います。

　続いて１８２ページですが、ここの人

件費の部分で水道事業費用の営業費用の

業務費の中の共済組合負担金というのが

あるのですが、共済の組合の負担金です

から、残高がこれだけあるというのは、

ほかのところを見ますとそこまで負担金

の残が出ておりません。
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　なぜ、ここだけ多額な残金が出ている

のか、教えていただきたいと思います。

　続いて１８４ページですけれども、Ｏ

Ａ機器管理事業の中でシステム改修業務

委託料の中の残金、２３６万９，９１０

円の残額について教えていただきたいと

いうふうに思います。

　続いて１８６ページ、一番下に消費税

が出ています。営業外費用の消費税及び

地方消費税というのが出ておりますけれ

ども、平成２５年度ではこの消費税はアッ

プはされておりませんよね。平成２６年

度でアップというふうなことになります

けれども、アップとなったときに水道料

金とか基本的な対応策と言いますか、対

応をお聞きしたいというふうに思います。

　次に１８８ページですが、一番最後に

貯蔵品管理事業のたな卸資産購入限度額

というところですが、予算があって決算

があって、残額が生じております。残額

が生じるのは、予算現額と決算額という

のが同じ額で残額というのが残らないの

が本来なのかなと思うのですが、生じて

くる流れを教えていただきたいというふ

うに思います。

　あちこち飛んで申しわけないですけれ

ども、事務報告書の２８３ページですが、

この中の給水装置修理件数というのがあ

りまして、メーター取り替えが、それま

でずっとゼロだったのが、１月で急に１，

０００件というような件数になっていま

す。なぜそういうふうになっているのか

教えていただきたいというふうに思いま

す。

　１ページ前に戻っていただいて、事務

報告の２８０ページですが、基礎の話だ

とは思うのですが、業種別件数及び有収

水量、その中の一般用、公衆浴場用、臨

時用、市外給水用というのがあります。

済みませんが、一般用、公衆浴場用とは

わかりますが、臨時用と市外給水用とい

うのがどういうふうなものがあるのか教

えていただきたいというふうに思います。

　続いてですが、あちこち行って申しわ

けありませんけれども、監査意見書の中

ですが、財務比率の中で持っておられる

方は３６ページなのですが、財務比率の

中で固定比率が平成２５年度は１０３．

８％でずっと平成２３年度から記載があっ

てだんだん下がっております。その概要

の中に、この比率は１００％以下が望ま

しいとされているというふうなことであっ

て、だんだん比率は下がっているのです

が、まだ１００以下にならないという部

分に関してどのように考えておられるの

か、お聞きをしたいというふうに思いま

す。

○藤浦雅彦委員長　答弁を求めたいと思

います。

　豊田次長。

○豊田水道部次長　それでは私から総務

課に係ります森西委員のご質問にご答弁

させていただきたいと思います。

　まず、決算書４ページの企業債償還金

についてですが、企業債償還金の残につ

きましては決算書の３０ページから３３

ページに企業債の明細書を載せさせてい

ただいております。これにつきまして、

５％以上の高い分については見ていただ

いてわかるように、平成３３年の３月、

これで６．６％の分で償還が終わる予定

でございます。ご質問の借り換えとか、

そういうようなことは水道部としてない

のかとのご質問だったと思います。水道

部といたしましては、いろんな条件の中

で使える分については使わさせていただ

こうということで、繰上償還をさせてい

ただいた時期がございました。

　これにつきましても、いろんな要件が

ございまして、その合致した分について
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は、平成２０年前後にかけまして、何回

かさせていただいたという状況でござい

ます。

　それと次に、受水費と太中の分でどれ

くらい差があるかというご質問があった

かと思います。太中の受水費については

今現在、７５円であったと記憶しており

ます。

　それと、太中でどれくらいの金額でつ

くれるかということになるのですが、こ

れもいろんな部分で計算し直している状

況にございます。

　太中の自己水の原価としては、過去の

委員会において二度ほどご答弁させてい

ただいておるかと思います。

　平成１８年度におきましては、６３円。

平成２２年度におきましては７５円とい

うことで、ご答弁させていただいてたか

と思うのですが、この２回の答弁、それ

ぞれ積算方法が違いまして、かなり数値

の差がございます。

　それで私どもも、もう一回この積算方

法について、精査させていただきまして、

この平成１８年度にご答弁させてもらっ

た６３円がより現実的な数字であるかと、

今現在把握させていただきまして、それ

に基づきましてそれと同様の計算をさせ

ていただきますと、６２．３９円。これ

も雑駁な計算になりますので、かなり施

設的に複合して使っている部分もござい

ますので、ご容赦願いたいのですが、大

体これぐらいかかるのではないかという

ふうに思っております。

　そういうことで、複合的に使っており

ますので、単独で使う分であったらまた

割高になるかと思うのですが、今現在は

そういった形で受水費よりも太中で作ら

させていただいている水のほうが単価的

には安くなっているのかなというふうに

考えております。

　それと続きまして、決算概要の１８２

ページの共済費の関係ですが、人件費に

ついては人事異動がございます。それに

ついては逐次それに基づきましてさせて

いただいたらいい部分がございますけれ

ども、若干中で動く部分もありまして、

そのままの額でさせてもらっているとい

う部分がありまして、この部分につきま

しては、残ってしまったということでご

ざいます。

　それと、１８４ページのＯＡの部分に

なります。

　この部分につきましては、当初通常の

改修を年々するという部分と、平成２５

年度につきましては消費税、これが変わ

るということが見込まれておりましたの

で、それの分も含めてＯＡの改修費を見

込んでおりました。

　消費税の分につきましては、平成２５

年度で一部させていただいて、平成２６

年度につきましては、残りを改修させて

いただいておるという状況下であります。

　その分で二重に余ってきたという形で

ございます。通常の改修につきましては

一部使わせてもらっている部分もあるの

ですが、大きな改修はなかったというこ

とで、費用的にはかなり残ってきたとい

うことでございます。

　それと、１８６ページの消費税と水道

料金の関係でございます。

　これについて、企業会計ということで

基本、水道料金を計算する上では消費税

は預かり金という形になっておりますの

で、その中には含まれてこないというこ

とで、ご理解願いたいと思います。

　費用・収入ともに消費税を抜いた上で

計算しまして、その消費税を抜いた費用

で消費税抜きの水道料金を計算するとい

うことでございますので、水道料金を積

算する上で、消費税が変わったことによっ
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て影響が出るということはございません

ので、そういうことでご理解願いたいと

思います。

　１８８ページのたな卸資産購入限度額

のご質問ですが、これも残額が出ている

ということで、ご質問があったかと思い

ます。

　これにつきましては、備考に書かさせ

ていただいているのですが、浄水用の薬

品であるとか、水道の修繕とかに使う資

材についての購入費でございます。

　これにつきましては、特に薬品費、こ

れが年々どれくらい使うかというのはな

かなか見通しが立てにくい部分がござい

まして、余裕を見ている部分もございま

す。そういう部分で、年間足らないとい

うことで、水道水が送れないということ

ではいけませんので、若干この辺につき

ましては余裕を持って毎年使わさせてい

ただいているという状況です。

　ただ、年によっては自己水をたくさん

つくったりしたら、この分がかなりぎり

ぎりのときもありますし、ちょっと余裕

が出てきたという面もありますので、そ

の辺は年によって違うということでご理

解願いたいと思います。

　この全体的な残額が出るという考え方

なのですが、水道事業の場合、全て経費

が水道料金に反映されるという考え方に

なりますので、できる限り使わないとい

うふうに抑えることで努力をさせていた

だいております。

　その中で逆に、２４時間３６５日動か

さないといけないということで、予算に

ついては確実に動かせるだけの予算を出

させさせてもらっているという状況でご

ざいます。

　その中でどうしても差額の残額につい

ては、あちこち出てきてくるということ

は全般的な話としてはそういうふうなこ

とになっておりますので、ご理解願いた

いと思います。

　決算審査意見書の固定比率の部分の１

００をまだ割っていないけれども、どう

かという話なのですが、これについて、

委員がご指摘のとおり、１００を切ると

いうところがベストかと思います。今の

状況で、返させてもらいますと、早晩、

切るようなことも予測しているわけでは

ございます。

　ただ、これからの資金の運用状況との

兼ね合いもございますので、これから施

設の更新とかで費用が多額になるという

部分になりますと、起債で賄うとさせて

もらう部分も出てくるかと思います。そ

の部分で低くするという努力は必要かと

思いますが、比率だけ見て経営するので

はなく、全体的な観点で今後とも進めさ

せていただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　池上参事。

○池上水道部参事　まず、１点目の燃料

費、車両が４台あるということで、その

内容でございますけれども、決算額ゼロ

となっておりますのは備消耗品費の決算

額でして、燃料費としては、予算額２０

万２，２４０円。決算額として１８万８，

８５０円ということです。燃料費の決算

額としましては１８万８，８５０円でご

ざいます。

　２点目でございますが、自己水と企業

団水の受水の割合なのですが、これにつ

きましては前年度と同比率、３２．６％、

企業団水、６７．４％でございます。

　これの比率の割合としましては、企業

団のほうは企業団年度としましては７月

から６月という決算のほうになりますの

で、その分の事前に５月ごろにその受水

の割合、受水量をその辺を調整させてい

ただいて、承認いただいて、その承認に

合わせた水量で調整させていただくとい
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うことで。

　参考までに、平成２５年度における大

阪広域水道企業団への承認水量は、７月

より７０８万トンから１０万トン減量、

６９８万トンということの承認水量になっ

ておりまして、その承認水量に近い量で

受水費を設定ということでございます。

　配水ポンプ等の設備で平成２５年度、

７，７００万円ほどかかっているわけな

のですが、その内容としましては、平成

２５年度については第３期工事というこ

とで、今年度で最終の４期目でございま

すけれども、第３期工事につきましては

配水ポンプ１台と配水ポンプに関係する

弁、配管類、電気制御等の設備の購入と

いうことで、決算額としては７，７２３

万９，０５０円です。

　決算概要の部分で、太中の光熱水費の

残が多いということでございますけれど

も、この部分につきましては、平成２４

年決算から比べますと、決算額としまし

ては１，８００万円ほどの増ということ

になりますけれども、これにつきまして

は、電気の使用料自体は減少ということ

でございますけれども、単価の内容とし

まして、燃料費調整単価の平均値が平成

２４年度の０．３８円に対して、平成２

５年度は０．９９円となったと。このた

め、上昇しております。

　また、再エネ発電促進賦課金単価につ

きましても、平成２４年度の０．２２円

に対して、平成２５年度は０．３５円と

なったため、予算計上のときに増額とい

うことで見込んだという結果、残が多かっ

たということでご理解いただきたいと思

います。

　あと、井戸の洗浄、気曝槽、運転監視

のところでございますけれども、井戸の

洗浄委託料につきましては、まず、どう

いうことをしているかと言いますと、年

に１本ずつ管の掃除及び底にたまった砂

の除去を行っております。

　井戸にはそういう特性もありまして、

特性に適した方法で作業をしているとい

うことでございます。その特性に合わせ

て設計を組むのですが、過去に実施した

実績も参考に十分精査しながら、予算と

しましては３５０万円計上。予定価格自

体は３１１万３，２５０円ということに

なります。

　その事から、平成２５年度の指名競争

入札ということで、このような結果が企

業努力ということになろうかと思います

けれども、人件費、労務員の削減とか、

機械を自前で取り寄せたと、そういうこ

との理由から、入札額がかなり低額であっ

たということから、残高が多かったと、

このように理解しております。

　気曝槽等砂撤去作業委託料、これも予

算額が多いということの理由ですけれど

も、これも先ほど言いましたように年に

１回なのですけれども、気曝槽や洗浄池

等の分、これも溜まった分、砂の除去を

やっているのでございまして、これも同

様に職員が気曝槽の中に入って行ってい

たのですが、実際に砂の量とか確認した

結果、量が多かったということから、平

成２５年度の予定価格で２６０万円ぐら

いを計上させていただいて、これも入札

ということの結果、６者あったのですが、

これも２３９万４，０００という入札結

果でございましたので、残がこれだけ出

たということで理解をお願いしたいと思

います。

　運転監視業務委託料の関係の残が９５

０万円の残となっているのですが、これ

につきましても、平成２２年度から運転

監視については委託をさせていただいて

おりまして、平成２５年度から２期目と

いうことで、平成２５年度から平成２９
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年度まで５年間、新規契約ということに

なりますので、そのときに仕様書も見直

した中で予算編成に当たったのですが、

そのときに日本水道協会の浄水場等運転

管理業務要領といったものを参考にして

適正な積算をうちのほうで行いました。

　その結果が平成２５年の予算計上とし

て４，９１４万円計上と。これも、入札

という形でしまして、単年度でいきます

と、３，９７８万４，５００円というこ

とから、残が９５５万円ということになっ

ています。

　また、今年度につきましては十分精査

させていただいて、今年度の計上に臨ん

でおりますので、ご理解いただきたいな

と思っております。

　自家発電の稼働した時間とか日数がわ

かればということでございましたけれど

も、これは天候に左右されまして、雷雨、

その辺の早めの予備という形で自家発電

をかけるわけなのですが、平成２５年度

につきましては、７月３１日に太中で約

２時間。８月２３日に太中、鳥飼、千里

丘のほうで合計５時間半ほどかけました。

　あと、９月１日にも太中、鳥飼、千里

丘、約２時間程度でありまして、９月４

日も太中で１時間半、最後１０月２４日

太中で約１時間、トータル的に約１５時

間稼働しております。

　ちなみに、平成２４年度が若干多くて、

約１７時間かけた実績ということでなっ

ております。

　ホイストクレーン保守点検ということ

でご質問があったと思いますけれども、

これにつきましては、太中浄水場、中央

送水所、鳥飼送水所のポンプ室に設置し

ているホイストクレーンということなの

ですが、これにつきましては年次点検の

ほう、クレーン等安全規則に基づいて実

施しているという状況で、これについて

は随時契約、３者との見積もり合わせと

いうことでございます。

○藤浦雅彦委員長　豊田次長。

○豊田水道部次長　私の部分でご答弁が

漏れておりました。

　１点目の補正予算で減額して、なおか

つ決算ではふえたという点についてまず

ご答弁させていただきたいと思います。

　この内容について、補正のときに受託

工事収益を補正減させていただきました。

その分につきまして、減した見込みどお

り、入ってきたのですが、逆に給水収益

が予定より多く入ってきました。それに

伴って、補正はさせていただきましたけ

れども、結果的には決算がふえたという

状況でございます。

　それと、除却費の件でご質問いただい

ていたかと思います。除却費の分でどの

分かということでご質問があったかと思

います。

　内容的には、過去に買いました電子計

算機であるとか、買いかえましたＩＣＰ

の質量分析機等々、あとは車両を廃車し

ている分とか、そういうふうな分、全部

で８点ほど廃棄に伴う分の除却費でござ

います。

　それとあと、減価償却に係ります定額・

定率の計算方法についてはどうしている

のかというご質問があったかと思います。

　その分については、併用というか、も

のによってかえさせていただいておりま

す。建物とかの構築物、工具類、こうい

うふうなのについては定額法を使用させ

ていただいています。

　あと機械でありますとか車両、それに

ついては定率法をさせていただいている

ということで、これについては両方をそ

の内容によって使い分けをしているとい

うことでございます。

　それとあと、先ほど消費税の分で市民
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の方々に関してどうなるかというご質問

に対して、１点漏れていました。

　この春に５％から８％にさせていただ

いたわけなのですけれども、国のほうで

も来年１０月また８％から１０％にする

かどうか議論されているかと思います。

基本的な考え方としては、水道料金のベー

スになる分についてはそのままで、先ほ

どもご答弁させてもらったように、費用

との中で決めさせていただいていますの

で、ベースのものは変わらないのですが、

その分にかけ込みます消費税については、

もし国のほうで消費税の改正がありまし

たら、それに伴って私どももまた８％か

ら１０％にさせていただきたいと思って

いますので、その辺につきましては、時

期が来ましたら、議会のほうにもご提案

させていただきたいと思っております。

○藤浦雅彦委員長　末永課長。

○末永工務課長　森西委員の１１番目の

ご質問で、マッピングシステムの内容に

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。

　マッピングシステムは市内管路図、本

管給水管、全ての管路なのですが、その

情報と住宅の状況、管のいろいろな情報

がございまして、年度とか老朽化とか新

しい管とか、そういうふうな形の分の情

報と各ご家庭の給水の内容を一元管理と

いうか、連結した情報をコンピュータで

管理しておりまして、万が一市民の方か

ら水が漏れているとか、水道がおかしい

というような情報、または道路で水が漏

れているような情報がご連絡いただいた

ら即時に判断できるためのシステムとし

て、構築しているものです。

　それから、１６番目にご質問いただき

ました、事務報告書の２８３ページです。

給水装置修理件数でございますが、この

部分の中で、メーター取り替えの委託が

１月から件数が多いと、それまではない

というふうなお話なんですが、水道メー

ターにつきましては、経済産業省の計量

法によって８年以内に取り替えをしなけ

ればならないというような法律がござい

ます。当然、摂津市もその内容に沿って

随時、交換をしておるんですが、できる

だけ検定満期、メーターを取り替えたら

家のメーターを長く使うというふうなこ

とになりますと、メーターは製造したと

きから８年間という形になってしまうん

で、できるだけ遅い時期というか、年度

で言えば下半期に取り替えをしたほうが、

そちらのお宅のほうに回らせていただく

８年後、７年後の状態が短くなるかなと

いうふうな形で、下半期、１月、２月、

３月に集中しておるところです。

　それと、決算書の１７ページです。損

失水量が、平成２４年度より増加してい

るというような形です。平成２５年度、

８４万５，１７６トン、対前年度比、１

７万４，４０８トンというような形で、

大幅に増加しておるところなんですが、

増加の内容としまして、この損失水量を

導き出すためには、総配水量、１年間で

市内全域に送らせていただいた水の量と、

お客様からいただいた水道料金の調定水

量というのがある程度確定していると思

うんですが、それ以外の部分で、細かく

申しますと、有効な無収水量と無効な無

収水量というのがございまして、有効な

無収水量の中に、例えば消防のほうで消

火活動をした、消火栓の水の使用とか、

私どものほうで定期洗管とか、管を入れ

るときの洗管作業をするために使ってい

る水、それと、メーターの不感水量、メー

ター器差というような形が有効な無収水

量というふうな区別になるかと思います。

　それともう１点、無効無収水量につき

ましては、不明水量と減免水量という形
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でメーターで漏水時の減免水量というふ

うな形の分がございますが、それを両方

足しまして、一応、８４万５，１７６ト

ンというふうな数字が上がってるんです

が、原因としましては、有効無収水量に

ついては、ある程度一定の確定した部分

がございます。

　ただいまの部分、ご指摘のとおり、水

量がふえているところは不明水量の部分

かというところで、現在調査を進めてお

るところです。

○藤浦雅彦委員長　小明課長。

○小明営業課長　それでは、森西委員の

ご質問で、まず決算書の２６ページの過

年度損益修正損についてのご説明をさせ

ていただきます。

　今回、欠損処分いたしましたのは、平

成２０年度分を欠損処分したものでござ

います。内容につきましては、総対象者

は４４４件、欠損額は消費税抜きで５２

０万４，５４２円となっております。

　その内訳といたしまして、転出先不明

によるものが３４９件の３２８万６，８

３７円、会社等倒産、個人の破産を含み

ますが、よるもので６３件の１６０万１，

１４５円、それから本人死亡ということ

で、これが３２件ございまして、３１万

６，５６０円となっております。

　続きまして、事務報告書の２８０ペー

ジの用途別、区分、この臨時用と市外給

水用ということの裏づけであったと思う

んですが、まず臨時用と申しますのは、

一時的に使われる、例えば、建物を築造

したり、道路をつくったりとかいう、い

わゆる臨時的に、そういう工事に使う用

途の水道というものがあるということで

ございます。

　それと市外給水用、これは事務報告書

に、件数としてはずっと１件というふう

に出ておりますが、これは底地が大阪市

に建っている建物が１件ございまして、

そこは大阪市の給水区域から水道を引く

ことができない建物になっておりますの

で、隣接する摂津市のほうの水道から給

水をしていると、それが１件ございます。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　細かい数字の分は、よく

わかりましたので、答弁はもう結構です

けれども、まず企業債の部分ですけれど

も、平成２０年前後に繰り上げをしてい

るというふうなことでありますけれども、

今後、そういうふうな考えはないのか、

お聞かせいただきたいというふうに思い

ます。やっぱり利率でもって金額がかな

り膨大な金額ですから、それがやはり水

道経営に影響を及ぼしていると。その部

分が軽減されますと、例えば水道料金と

か、そういうふうな部分が軽減されたり

とかいうことも可能ですので、その点を

お聞かせいただきたいというふうに思い

ます。

　続いて、メーターの件ですけれども、

損失の件ですけれども、先ほど調査をと

いうふうなことでお聞きしました。やは

り、平成２４年度と比べまして総配水量

のほうはふえておりまして、給水量のほ

うが減っておるということでありますけ

れども、やはりその点、ここまで損失が

１年でもって変化があるというのは、や

はり通常は、そう推移のない数字でもっ

てあらわれてくるのが本来だというふう

に思うんです。１年でもってこれだけの

量が、変化があるというのは、やはり理

解がしにくいというところがありますの

で、お答えはなかなか難しいかというふ

うには思うんですけれども、その点はな

ぜかというふうな部分は、ぜひとも調査

をしていただいて、またご報告をいただ

きたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。
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　続いて、過年度の損益修正損の件です

けれども、平成２０年分というふうなこ

とでありますけれども、４４４件という

ことであります。これは下水のほうでも

話はさせてもらったんですけれども、倒

産・死亡はそれはもうしょうがないとこ

ろでありますけれども、転出の部分に関

しては、やはりそれが今までどうにか対

応できなかったのかというふうなところ

でありまして、その点の対応がどのよう

にされているのか、それがわからなかっ

たのか、教えていただきたいというふう

に思います。

　それで、財務指標の比率の件ですけれ

ども、これも起債とあわせての話なんで

すけれども、今後の起債をどういうふう

に考えていくのか。数字としては１００

を割るほうが理想であると。しかしなが

ら、さまざまな借り入れをしなければな

らないというような要件が出てくると。

そうなってくると、比率としては悪くなっ

てくると、その点をどういうふうに考え

ていくのか。鉛管の事業もあったり、や

はり設備が老朽化してきたり、していか

なければならない部分というのは多々あ

ろうかというふうに思いますけれども、

その整合というのは、どういうふうに考

えておられるのか、お聞きしたいという

ふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　答弁をお願いします。

　豊田次長。

○豊田水道部次長　それでは、企業債と

財務指標の、この２点について、総合的

にご答弁申し上げたいと思います。

　先ほども申し上げましたように、今後

はやはり、先般出させていただきました

水道ビジョンにも載せさせていただいて

いるんですけど、施設自体が老朽化が進

んでおります。その分につきましては、

今後更新するという費用が発生するとい

うことが見込まれております。その分を

賄いますには費用が要るということで、

その一助としてやはり起債ということに

頼らざるを得ないという部分がございま

す。

　あと、その財務指標との関係でござい

ますけども、これにつきましては、先ほ

ども１点ご指摘があったかと思うんです

けども、起債をしますと将来にわたって、

償還利息がかかってくるというふうな形

で経営を圧迫するという部分もございま

す。その部分につきまして、私どもとし

ましては、１０年スパンで財政計画等を

立てまして、借りた額につきまして、ど

れぐらい私どもの経営にどれぐらい影響

するかというのを見まして、これぐらい

だったら大丈夫だろうということで判断

させてもらって、ふやすときにはそうい

うようなことをご説明させていただいて、

また今後の施設の更新計画とあわせて、

その財政計画をあわせてご説明はさせて

いただきたいと思っております。

○藤浦雅彦委員長　小明課長。

○小明営業課長　それでは、転出者不明

の対応についてということでございます。

現在、ご承知のように、職員全員が未納

者、未納額を減らすというふうな方向で

対応してまいっております。通常ですと、

使用中止ということで、最後の請求先等

を告げられて出て行かれるんですが、中

には、無断転出、転出先不明ということ

で、ある日、検針に行けば全然水量が上

がってなかったということで、調べると、

もうそこは誰も住んでおられないという

ふうなことが発生する場合がございます

ので、現在のところは、そういう方を少

しでも減らすために、新規の滞納者の方

については、短いスパンで接触が図れる

よう、極力短い期間で、今一番最短で３

か月間、料金のお支払いがなかったら、
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その方について文書で通知を出して、そ

れでも返事のない場合は、申しわけない

んですけど、給水停止というふうな方向

で、極力そういう接触する機会を多く設

けて、なるべく、言葉は悪いんですけど、

仮に無断で出て行かれても、最小限にそ

ういう未納の金額は抑えるというふうな

方向で、今、職員全員で取り組んでいる

ところでございます。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　それでは、企業債の件で

すけれども、繰上償還、その分の答弁を

いただきたいというふうに思います。

　それと、財務指標の件もご答弁いただ

きましたけれども、例えば、その指標を

求めていくと、老朽化の部分というのが、

起債を行わないということになってきま

すから、例えば修繕できなかったりとか、

そういうふうなことになったりします。

それが無理でありますと、そしたら、そ

の費用はどこに求めていくのかというふ

うなことになっていくと、水道料金とい

うことで、市民にということになってい

くということになります。

　その点、水道料金という考えですけれ

ども、極力市民に安く水道を提供すると

いうのが理想だというふうに思いますけ

れども、そういうふうな部分で、経費が

かかってくるというふうなことでありま

すと、その点は水道料金というふうなこ

とへの転嫁というふうにするのか、公債

費というふうなことで、起債をして、こ

れは後年にまた起債の返還というふうな

部分が、償還というのが出てきますけれ

ども、後年にというふうなことで考える

のか、その点の考えというのは、どうい

うふうな考えなのか、お答えいただきた

いというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　豊田次長。

○豊田水道部次長　まず１点、企業債の

今後はどうしていくかということについ

て、漏れていました、済みませんでした。

　それにつきましては、ご指摘があった

分につきましては、下水道と同様なんで

すけども、同様な要件がございまして、

合う分につきましては、私どもも積極的

に利用したいとは考えておりますけども、

現行制度ではなかなか使えないという状

況でございます。また、借り換えの際に

は、利息も発生しますので、そのときに

一時的に費用がかさむということもあり

ますので、その辺、制度利用と、その辺

のバランスをとりながら、検討させてい

ただきたいと思っております。

　それと、２点目の水道料金との関係で

すけども、過去におきまして、どんどん

広げていって、その分ずっと起債を償還

させていただいていた分が、今は年々減っ

ている状況でございます。そういう状況

の中で、その時期に建設しました施設が

老朽化を迎えているという中で、これを

更新していかなければならないというふ

うな事態になってきております。それに

つきましては、今までお借りしていた起

債額が減ってきておりますので、その負

担が減ってきた分につきまして、やはり

ある一定、これからは私どももその分は

借り入れしても大丈夫かと考えておりま

す。

　ただ、その分につきまして、水道料金

がどのようになるかというご指摘ですけ

ども、基本的な考え方としては、ご存じ

かと思いますけども、先ほどもお話のあっ

た減価償却費であるとか、除却費である

とか、そういうふうな部分が内部留保資

金として、企業の中で保有するという形

になっています。本来でしたら、その分

で新しい分を更新していくというふうな

形をとらせてもらうのが一番ベストかと

思います。
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　ただ、今まで留保してきた分をやはり

施設を建てる中、また更新する中で、悪

い言い方をすれば先送りしてきたという

状況もございます。その辺で、今後につ

きましては、やはり私どもとしましては、

水道料金に極力影響が出ないような形で、

将来的な財政計画を立てまして、それプ

ラス、やはり施設更新というのは喫緊の

課題になってますので、これを怠ります

と、やはり逆に将来的に大きなつけが回っ

てくるというふうに考えておりますので、

すべきことはしていって、委員がご指摘

のとおり、なるべく市民には負担がかか

らないようには考えていきたいと思って

おります。先ほどご指摘のあったように、

消費税に関しましても、この春に、５％

から８％、また状況によったら来年の１

０月には、８％から１０％に上がってい

くという中で、やはり水道料金にもそれ

を転嫁させていただくという、ご無理な

お願いをしていかなければなりませんの

で、そのもととなる水道料金につきまし

ては、経営の努力の中で、できる分につ

きましては、私どものほうでなるべく頑

張って、将来的にも今の額をなるべく維

持できるように努力していきたいと考え

ております。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　これ以上は言いませんの

で、減価償却でも、例えば、定率法と、

定率と定額によって、結局その経費に算

入される部分というのが違ってくるわけ

です。それによって、利益自体が違って

くるわけです。だから、その仕方によっ

て、結局どこにどうするかによって、た

だそれだけでも水道の会計自体が違って

くるわけですから、その点は十分に調査

研究をしながら、市民に極力、水道料金

にはね上がらないような形をとっていた

だきますように要望して、質問を終わり

たいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　ほかに質問のある方。

　野原委員。

○野原修委員　今、森西委員から細かく

していただきましたので、それと重複す

るところも若干あろうかと思いますが、

またよろしくお願いします。

　まず１点目としまして、決算概要で、

集中監視装置等保守委託料の６４５万７，

５００円、それの契約内容を教えていた

だきたいと思います。

　２番目、同じく１７２ページで、自家

発電機保守業務委託料、今、森西委員の

質問で、平成２５年度はトータル１５時

間ぐらい稼働されたとお聞きしました。

この自家発電は、全ての送水所にあるの

かどうか、お聞かせください。

　３番目として、電子計算機保守委託料、

５５万６，５００円、これの契約内容を

お聞かせください。

　４番目として、運転監視業務委託料、

３，９７８万４，５００円、残が９３５

万５，５００円、残ってます。これは１

回目の契約のときにやってもらって、今

また設計し直して、これだけの残が平成

２５年度から平成２９年年度の５年契約

の中で余ってきているという形なんです

けど、これの内容をお聞かせいただきた

いと思います。

　５番目として、耐震診断業務委託料、

１，７７４万５，０００円の内容をお聞

かせください。

　決算概要、１７２ページの、先ほども

出ておりましたが、井戸洗浄作業委託料

について、予算としては３１９万２，３

５０円上がっておりますが、執行が１６

１万７，０００円で、残が１５０万７，

５３５円となっております。この詳しい

内容をいま一度教えていただきたいと思

います。
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　７番目としまして、薬品、先ほど教え

ていただきましたような形で、水の量が

ふえる中でも執行していっているという

内容をお聞かせいただきました。先ほど

説明いただきましたところで、企業団の

水と、太中の自己水の単価を聞きました

ら、やっぱり１０円ぐらい太中のほうが

安いようなご説明をお聞きしております。

太中の自己水が多くなれば、もちろん薬

品が多くなってくるのかと思います。そ

のところで、薬品というのは今いろんな

形で科学は進歩している中で、この薬品

の選定なんかは、より体に優しいとか、

そういった形の中で、過去からずっと使っ

てるからそれを使っておられるのか、そ

れとも毎年そういう形の中で、いろんな

形の薬品が、薬品の中でこれが人間のと

は違うんかわからへんけど、ジェネリッ

クとか、そういう形の薬品もできている

のか。それやったら、そういう形のもの

を使ったほうが安くなるという形もあろ

うかと思います。その辺のことを教えて

いただきたいのと。

　もう１点、企業団より太中の自己水を

多くしたほうが、今の説明の中で単価は

安くなると思うので、企業団とどういう

形の折衝をして、自己水をふやすような

努力をされているのか、いま一度お聞か

せいただきたいと思います。

　それと、決算概要の１７４ページの水

質共同検査業務委託料、１３７万７，７

００円、これの内容をお聞かせいただき

たいと思います。

　それと同じような項目で、水質検査手

数料、４４万２，０００円、水質モニター

保守点検業務委託料、３０２万４，００

０円が上がっております。この内容をお

聞かせください。

　それと、最後に鉛管対策でありますが、

これの年度計画についてお聞かせいただ

きたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午後２時５５分　休憩）

（午後３時２４分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　それでは答弁を求めます。

　池上参事。

○池上水道部参事　それでは野原委員の

１回目のご質問にご答弁申し上げます。

　まず１点目の、集中監視装置等保守委

託料の契約内容ということでございます。

まず契約の内容でございますけれども、

この装置は太中浄水場と場外施設である

送水所等の情報を伝達する装置であり、

専用回線を使用して通信を行って、各施

設の情報が太中浄水場の監視装置に集め、

場外施設の遠隔操作や監視が可能になる

ものでございます。点検は年１回、送水

所３か所、水質モニター２か所、場外井

戸１か所を実施しており、太中浄水場か

ら各施設の信号が正確に伝達されている

かの確認を主に実施してございます。契

約については、この装置の電源には暗号

化されたデジタル信号を読み取るための

専用端末機器が必要ということであり、

その装置のソフトウェアにも精通してい

ます業者との随意契約で行っております。

　２点目の自家発電については、全施設

にあるのかというお問いでございます。

この分につきましては、非常用発電機に

つきましては太中浄水場と３送水所に各

１台設置しており、さらに鳥飼送水所に

は停電時でも運転可能なエンジン駆動用

に配水ポンプ１台がありまして、平成２

５年の保守点検では計５台のエンジンを

分解清掃、消耗部品交換等の作業を実施

させていただいたということでございま

す。

　次に、電子計算機保守委託料の内容で

ございますけれども、この分につきまし
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ては浄水場と３送水所の監視制御とデー

タ集積を行う設備でございます。データ

の蓄積や管理、制御操作をする上位計算

機と、各信号の通信や機器制御を行うコ

ントローラーに分かれております。この

分につきましても上位計算機については

年２回、コントローラーは年１回の点検

を実施しており、この点検につきまして

も精通している業者１者の随意契約で行っ

ております。

　次に、運転監視のことでございますけ

れども、先ほど森西委員にもお答えさせ

ていただいたと思うんですけれども、平

成２５年度から５年間の委託契約を結ば

せていただいて、その内容としまして仕

様書も見直して、新たに無人施設であり

ます送水所の機械、電気設備及び自家発

電機の自主点検、この分と操作業務等を

追加しておる関係上、予算計上につきま

しては精査した中で、日本水道協会の浄

水場等運転管理業務要領を参考にして適

正に行った結果が４，９１４万円という

計上をさせていただいたと。これにつき

ましても入札の結果でございますけれど

も、９５５万円の残額、今年度につきま

してさらに適正に精査させていただいて、

４，３８４万円計上させていただいてい

るところでございますので、ご理解いた

だきたいと思っております。

　続きまして、耐震診断の契約の内容と

いうことでございますけれども、この業

務委託につきましては、鳥飼送水所にあ

る鳥飼３号配水池、同じく４号配水池、

それで太中浄水場にございます太中の２

号配水池、それから中央送水所にござい

ます中央１号配水池と２号配水池、この

計５の配水池について、耐震診断を行い、

耐震時の配水施設の状態を把握するため

に実施させていただきました。契約内容

としてはこういう内容でございます。

　井戸洗浄、これにつきましても先ほど

森西委員にも答弁は申し上げております

けれども、それ以外の内容としましては、

内容的には６本の井戸がありまして、１

本ずつそれぞれの特性がありますので、

その特性に合わせた井戸洗浄の委託料を

精査して、十分に精査した中で３５０万

円を計上させてもらったと。それでその

中で予定価格３１１万３，２００円とい

う形になっておりますけれども、これも

指名競争入札の結果、これも６者あった

んですけれども、１６１万７、０００円

ということで、１者が人件費の労務費の

削減とか、機械等が自前で全部持ってこ

られるとかという部分の努力によって、

この入札の結果ということでございます。

　あと薬品費につきましては、太中浄水

場で水処理に使用する薬品、三つあるん

ですけれども、これにつきましては消毒

剤としましては次亜塩素酸ナトリウム、

凝集剤としましてはポリ塩化アルミニウ

ム、ＰＨ調整剤として苛性ソーダを使用

させていただいています。この分につい

ては、平成１２年度の段階で、凝集剤に

つきましては、以前の硫酸バンドから、

現在のポリ塩化アルミニウムにかえさせ

ていただいております。同じようにＰＨ

調整剤としまして、１２年度以前までは

消石灰を使用しておりましたけれども、

現在の苛性ソーダに変更しております。

このポリ塩化アルミニウムにつきまして

は、硫酸バンドより凝集効果がよいとい

うことで、この当時でいきますと画期的

な凝集剤であったかなと思っております。

それでその消石灰から苛性ソーダに変え

たことによりまして、現状の蒸発残留物

が減っているという状況で推移しており

ます。仕様書につきましては、日本水道

協会の規格を採用させていただいて、現

在この３薬品を使用しているという状況
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でございます

　あと、自己水と企業団との関係という

ことで、これも毎年企業団年度が７月か

ら６月ということでございますので、先

ほども答弁申し上げていますけれども、

５月の段階で双方ですね、企業団も今は

毎年のように１０万トンぐらいを受水量

を減量させていただいた中で、双方が企

業努力というか、双方が努力して、それ

で企業団についてはできる限り受水につ

いては減量という形で、そのようにうち

のほうの方向性的にはその方向で、毎回

その都度の折衝ですね、減量について承

認いただいて、ずっと努力しているとい

うことでございます。

　また、水質共同検査業務委託料の関係

でお問いだったと思いますけれども、水

質共同検査体制につきましては、高額な

検査機器や高度な分析技術が要求される

水質検査を、個々の事業体で整備してい

くことは技術的に困難ということと、不

経済であることから、このため大阪市を

除く府内の市町村が一体化となり水質共

同検査体制を、当時の大阪府水道部、現

在大阪広域水道企業団で発足したものと

いうことで、ここに委託をさせていただ

いて、主に水質基準項目のうち水道部で

分析できない項目、この分について事前

の調査依頼に基づき、委託しておるもの

でございます。

　水質検査手数料は水質基準項目でない

ダイオキシン類、塩素消毒で死なない生

物であります、クリプトスポリジウムの

検査と、この分を公共機関であります茨

木保健所や大阪府立公衆衛生研究所に検

査の都度依頼して、実施させていただい

ておるものでございます。

　水質モニター保守点検の契約の内容と

いうことでございますけれども、これに

ついては水質モニターは、毎月検査義務

のある水道水の色、それと濁り、消毒効

果を自動で測定する計器でございます。

これは１年に１度の保守点検を行うこと

で、機器の維持補修や精度の保持に努め

ておるところでございます。この水質モ

ニターには水質測定のほかに、水圧も測

定しており、市内の管末まで安定した水

圧が送られているかどうか、そのような

ことも確認しております。

○藤浦雅彦委員長　末永課長。

○末永工務課長　野原委員の１２番目の

鉛管対策の計画についてお答えさせてい

ただきます。

　鉛管対策計画でございますが、鉛管対

策事業の中で実施させていただいておる

んですが、当時、平成１５年度に水質基

準の改正がございまして、平成１５年度

に職員で実態調査を行っています。当時

１万３，２６０件の鉛管が確認されてお

りました。その後、事業を平成１６年度

から開始させていただきまして、現在６，

９３８件の鉛管使用世帯が解消されてい

るという状況になります。依然６，３２

２件の鉛管使用世帯が残っておるという

ことで、進捗率としては５２．３％、約

半分ちょっとという形で更新を進めてお

りまして、平成２５年度につきましては

鉛管対策事業として１４７件、他工事４

１３件で５５７件の鉛管を解消をしてま

いったところでございます。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　集中監視装置等保守委託

料のところで、随契という形でお聞きし

ました。暗号化されたデジタル信号を読

み取るための専用端末機器が必要で、随

契ということしかしょうがないのか、そ

れとも初めにこの機械を入れたときに、

そういう後の保守をやるところがもうそ

こしかないという形であれば、後の保守

契約をなされていくような形で、もうこ
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こ１者しか今のところは見られないとい

う形になっておりますので、今後電子計

算機などもそろそろ更新の時期が何年か

先にこようかと思いますが、そういうと

きにそこの機械があって、後の保守が、

それでもうけるみたいな形で随契しかで

きないというような形になれば、これは

問題があろうかと思いますので、その辺

の抑止というのか、その辺の考え方を一

度聞かせていただきたいと思います。

　次の自家発電機保守業務委託料であり

ますが、今５か所のところで自家発電と

いう形のことをお聞きしました。災害の

ときにもし自家発電をやるとなれば、個々

どのぐらいの時間をもってそこで災害に

対する対応をできるのか、その辺の取り

組み、考え方を聞かせていただきたいと

思います。過去、平成何年かちょっと忘

れたんですけれども、落雷で停電して、

中央送水所の電源が落ちて、それから２

系統にされたように記憶しております。

そういった中で今質問したような形で、

それを踏まえた形で災害に対応するため

に、そういう２系統にしたり、またそう

いう自家発電なんかで大体災害のときに

各送水所がどのぐらいもってどういう対

応を考えられているのか、お聞かせくだ

さい。

　運転監視業務委託料、これは入札でそ

れぞれが設計した中で初年度そういう形

で金額が平成２６年度、また平成２７年

度には変わってくるという形があろうか

と思います。今、職員が皆さん少なくな

る中で、本当に市民の方に安全な水を供

給するという形の業務に携わっておられ

まして、やはりコアのところは職員の方

で見ていただこうかと思いますが、この

監視業務、今は夜間と休日ですか、見て

いただいていますが、今後どのような形

を考えられているのか、その辺の考えが

あるようでしたら、お聞かせください。

　耐震診断業務委託料について、耐震診

断を５か所していただきまして、その診

断、もしわかれば診断結果と今後の計画

を教えていただきたいと思います。

　井戸洗浄作業委託料で、多分その井戸

それぞれの特性があって、それでことし

はこの井戸に関してという形で入札され

て、それでも１５７万５，３５０円の残

が残ったということは、その入札業者が

企業努力でこれだけのことが余ってきた

というような答弁かと思います。その特

性をある程度、皆さんのほうがよく知っ

ておられる中で予算を立てるところで、

そういう形を予算計上されておりますの

で、もうちょっと近いというか、企業努

力してもらうのはありがたいことなので、

それだったら井戸が何本かある中で、そ

れぞれの特性の中で、これは水道のほう

として過去一番安い金額で、その年によっ

てもいろいろ、その砂のたまり方であろ

うかと思いますが、こういう形で今回１

６１万円という形で企業努力で出しても

らった、これを一つの値段の算定という

形の企業努力をしてもらったという形、

相手方だけではなくてこっちの資料とし

ても多分置いておられると思いますが、

そういった中で相手の企業努力だけでは

なくて、その辺を話し合える中で、今後

井戸の洗浄というのはそういう形で、ロー

テーションで回っていきますので、そう

いうところで相手方が企業努力をされる

んだったらこっちもそういう形である程

度値段を設定するということが企業努力

につながるのかと思いますので、その辺

のことはもう釈迦に説法で十分やられて

いるとは思いますが、その辺のことをい

ま一度また精査してもらって、そういう

形で入札に挑んでいただきたいと、これ

は要望しておきます。
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　薬品費に関しましても今、お聞かせい

ただきまして、またそれぞれ企業団との

折衝をしていただいているというのも理

解できました。平成２７年度予算のとき

に、どういう形で反映されているか、ま

た聞いてみたいと思います。

　水質共同検査業務委託料でございます。

これは今の水質に関して３点検査、手数

料は今言う形で手数料としてはあるかと

思いますが、水質モニター保守点検業務

委託料のところで、外注で出しているの

と、太中の中で独自でそういう形で日々

検査していただいて、市民の方に安全な

水を提供していただいていると思います

が、今、職員の技術の継承というのか、

その辺が今どういう形でなっているのか。

この間も見学させてもらった中では、や

はり年齢があいて、やはりこれは化学の

ほうの専門の方が入られたほうが、そう

いう面では基礎知識があるという形のと

ころで、なかなかその辺で人が、技術の

継承ができないというような形をお聞き

していますので、その辺の考え方と取り

組みをちょっとお聞かせいただきたいと

思います。

　鉛管対策に関しましては、過去３，０

００万円ぐらいの予算から、今６，１９

０万円という形で、いち早くそういう鉛

管対策という形のもので取り組まれてい

ると思いますが、過去は住宅が密集した

ところとか、そういう形のところがだん

だん済んできたら、今度は距離があいた

りという形のところでロスが出てきたり、

なかなか件数が進まないという形もあり

ましょうけれども、そういう形の取り組

みを今後どう考えておられるのか、お聞

かせいただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは答弁をお願

いします。

　池上参事。

○池上水道部参事　それでは２回目の野

原委員のご質問にご答弁を申し上げます。

　集中監視装置等保守委託料のことでご

ざいます。この部分の装置につきまして

は、１者の電気メーカーの製品というこ

とで、これにつきましては暗号化された

デジタル信号を読み取る専用の端末機器、

これも随意契約ということなんですけれ

ども、これにつきましてはここを扱って

いる富士電機というんですけれども、製

品、そこが今現在は完全に業務継承した

業者でしか扱っていないということで、

１者特命なんですけれども、今後は今言

われていますように、電子計算機のこと

も含めまして、これについては当然競争

原理で、当然大きな金額もかかることか

ら十分精査させていただいて、入札でで

きる限り、十分にうちのほうで精査した

中で、この分については契約更新をさせ

ていただくと、このように考えておりま

す。

　自家発電のことでございますけれども、

自家発電についてはどれぐらい自家発電

がもつのかということでございますけれ

ども、これにつきましてはあくまで、こ

れは早目に自家発電を運転して、落雷に

備えて停電を防ぐというところから、こ

れはあくまでしのぎというか、つなぎの

意味合いがこれは強うございます。この

分で時間的に言いますと、これも燃料の

貯蔵量と機器の燃費によるんですけれど

も、まず太中浄水場につきましては約１

３時間、中央送水所につきましては約３

４時間、鳥飼送水所につきましては約３

６時間、千里丘送水所につきましては約

１２時間でございます。これにつきまし

てはあくまで、先ほど言いましたように、

今現状では早目の対応ということで、こ

こ２年ぐらいにつきましてはもう停電と

いう、私が経験する限りは発生していな
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いというように思っております。

　運転監視の考え方ということでござい

ますけれども、運転監視につきましては、

現状、野原委員もご存じのように、夜間

と土日祝日が５年間の業者委託、今して

おりますけれども、次年度につきまして

は職員が２名減ることがはっきりしてい

ることから、お昼の委託につきましても

拡大という方向で、今検討しております。

これにつきましてはあくまで、主要な水

づくりとかそういう送水関係の分につき

ましては、職員が当然現状で職員配置し

て、安全で安心な、安定的に供給できる

ように頑張るつもりでおりますので、ご

理解をいただきたいと思っております。

　あと耐震診断でございますけれども、

耐震診断につきましては一応結果としま

して、今現在、鳥飼４号配水池につきま

しては耐震性が不足しているという結果

がございましたので、危機管理の観点か

ら優先順位を勘案し、今年度におきまし

て耐震補強設計を実施させていただいて

おります。ほかの鳥飼３号配水池、太中

２号配水池、中央１号配水池、中央２号

配水池につきましても、一応レベル２、

震度６、７その大きな地震に対しまして

は、十分な耐震性を有していない、十分

ではないという結果となっておりますの

で、耐震性と劣化保守の両面と配水池と

しての機能保持を考えた上で、優先順位

を十分検討し、整備計画を策定した上で

進めてまいりたいと、このように考えて

おります。

　あと最後に、水質検査体制でございま

すけれども、現状、委員もおっしゃられ

ましたように、化学の専門的な職員２名

がおります。そのうち１名につきまして

は退職も近いわけでございますけれども、

その辺２名体制を堅持しまして、それで

いろんな検査機器も更新をさせてもらっ

ている関係上、その辺で一斉点検できる

検査体制も整えて更新もさせていただい

た中で、今後水質検査体制の強化という

か、２名につきましては現状維持、しっ

かりと守っていきたいとこのように考え

ております。

○藤浦雅彦委員長　末永課長。

○末永工務課長　野原委員からの２回目

のご質問にお答えさせていただきます。

２番目にご質問がございました、各浄水

場、送水所の２回線受電と自家発電機の

対応の点でございますが、２回線受電に

させていただいておりますのは中央送水

所、こちらのほうと太中浄水場、２か所

２回線受電をさせていただいております。

中央送水所で申しますと、正雀変電所か

らと沢良宜変電所から、２か所の変電所

から電気が回ってくるような状態、主電

源は正雀変電所から回ってくる状態で、

万が一雷が落ちましたら正雀変電所地区

で落ちましたら、自動で沢良宜変電所と

いう形の回線を構築しておるところです。

委員がおっしゃられますように数年前、

大きな雷がございました。そのとき実は

水が濁って大変ご迷惑をかけたんですが、

当時想定しておりました沢良宜変電所、

正雀変電所、両方の変電所、どちらかが

大丈夫かなというふうな形で思っておっ

たんですけれども大きな雷で、かなりの

落雷があったと思いますが、両変電所が

落ちたということで、そのバックアップ

体制として自家発電機対応ということで、

また太中浄水場でしたら同じように、違

う変電所からも提供させてもらいました。

それがバックアップ体制でございます。

それで鳥飼送水所につきましては、自家

発電する前にエンジンポンプといいまし

てすぐに電気が回る装置がついておりま

す。千里丘送水所につきましても、やは

り自家発電で対応という形で対応してい
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こうと思っているところでございます。

　それと１２番目にご質問がございまし

た、鉛管対策を今後どのように行ってい

くかというばらつきについてでございま

すが、今後の取り組みにつきましてはで

すが、委員がおっしゃられますとおり、

今まで鉛管使用世帯を早期に解消するた

めに比較的集中した地域を主体的に、鉛

管と他の材料の老朽化も含めてやってき

たところでございますが、また私ども修

繕もしておるんですが、修繕においても

積極的に鉛管を取り替えておるような形

をやってきております。そのため、委員

がおっしゃったとおり、鉛管使用世帯は

現時点では散在している状態でして、平

成２６年度から、現在やっておるんです

が、個別、１軒１軒という形、件数的に

はなかなか難しいところがございますが、

更新計画を実施しているところです。さ

らに事業を開始して１０年経ちます。進

捗にしたら半分少しというふうな状態で、

１０年経った中で、現在やっておるんで

すが、市内全域、文化住宅とかいろいろ、

無くなっている家もございます。いろい

ろそういうふうな実態調査を今職員で実

施しているところですが、その結果を基

にしまして今後の方法、効率的な方法を

立案して、その都度進めていきたいと思

います。

○藤浦雅彦委員長　豊田次長。

○豊田水道部次長　野原委員の１点目の

入札についてご心配されているというこ

とで、ご質問がありましたので、契約の

観点からご答弁させていただきたいと思

います。やはり今のやり方でございます

と、物を入れるということだけの入札に

なりますので、やはり今後どうするかと

いうことでの内容が一切ございません。

そういった点から今、国であるとか他自

治体でも導入が始まっているんですけれ

ども、総合評価型入札というのがござい

ます。これにつきましては、その購入価

格だけではなく、後のランニングコスト

であるとか、保守のやり方であるとか、

使い勝手であるとか、そういうふうなも

のを総合的に評価して入札するというふ

うな制度もありますので、その辺また制

度を検討させてもらいながら使っていき

たいなと考えております。その入札につ

きましては、有識者等の意見をお伺いす

るということで、入札の費用が一定かか

るとは聞き及んでいるんですけれども、

それ以上の費用効果があるということで

導入されていますので、私どもも今後そ

ういうふうな制度を使っていきたいなと

考えておるところでございます。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　今、ご答弁していただき

ました中のものを踏まえて、新年度予算

のときにまた、皆さんが今答弁されたこ

とがどう反映されているのか、またしっ

かり審査していきたいと思います。

　１点だけ、自家発電機保守委託料のと

ころで、今お聞きしました太中で１３時

間、中央３４時間、鳥飼３６時間、千里

丘が１２時間、そのぐらいの時間を持た

せて、持つという形だったんですが、こ

れはその出せる量とかいろんな形で時間

がもうちょっと延びたり短くなったりす

るかと思いますが、これはあくまでも落

雷で停電という形じゃなくて、それこそ

地震があって、ライフライン、一番肝心

なのが水という形で、電気も寸断された

ときに、この自家発電のところを稼働す

ることによって、地域の人なり市民の方

に３日間そういう水を安定確保した中で、

それを皆さんにどう配分していくかとい

う、本当にコアな部分を管理していただ

いていると思います。そういった意味で、

この自家発電でそこに貯める水、それを
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どういう形で災害のときに皆さんに供給

するか、その辺の考え方を最後部長のほ

うから、どういう対応をされているのか、

お聞かせいただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　渡辺部長。

○渡辺水道部長　まさに市民の命の水を

預かる水道事業ということで、野原委員

がおっしゃいましたように有事のとき、

我々今考えていますのはやはり有事のと

きとなりますと、確かに今の自家発電、

これも大事な機械ではあるんですけれど

も、地震で何が壊れるかといいますとや

はり送水パイプ、このあたりが恐らくま

ず壊れてくるでしょう。あと、今の企業

団から受水している受水パイプ、このあ

たりも恐らく破損してくるというふうに

考えています。ですから今の自家発電に

つきましては、あくまでも地震対応では

なく、短時間の停電であったり、そのあ

たりに対して自家発電でその間を何とか

もたそうという対応をしていきたいと思

います。それで本当の有事になってきま

すとやはり、施設の点検から入っていか

ないといけませんので、まず送水管で送

るというのは少し時間がかかってくると

思います。その中で、市民の水を確保す

るために、今考えておりますのが、先ほ

ど池上参事のほうから答弁がありました

けれども、５か所あるタンク、ほぼ耐震

的には非常にもたない状況になっていま

す。平成２４年度に耐震診断をしていま

す千里丘の送水所のタンク、これは阪神

淡路大震災程度の規模であれば何とかも

つだろうという診断結果が出ております。

ということがあって、千里丘のタンクと

あと鳥飼地区、鳥飼の送水所の１池、こ

れを早急にできたら耐震補強をかけてい

きたいと思います。その２池で８万４，

０００人の市民の１週間分の飲み水の確

保、これを図っていきたいというのが、

まず一番最初にやらなければいけないこ

とだというふうに今考えながら、事業の

ほうも進めているという状況でございま

す。

○藤浦雅彦委員長　ほかに。

　木村委員。

○木村勝彦委員　今年と去年をまたいで、

大阪広域水道企業団議会の議員に選出さ

れて、その中でいろいろと渡辺部長、豊

田次長からレクチャーを受ける中で、い

ろんな問題については承知をさせていた

だいております。もう時間も経過をして

おります。１点だけ質問をして終えたい

と思います。

　それは、大阪広域水道企業団の水を受

水するという状態になっておるんですけ

れども、そういう状況の中で承認水量を

保障していくという立場の中から、自己

水の確保、これをどういうふうに取り組

んでいくのかということが大きなテーマ

になってまいります。そういう点では、

太中浄水場の３号井戸のポンプについて、

平成３２年度までの施設整備計画により

ますと、井戸の補修の計画が入っており

ません。それと同時に、やはり今後４号

井戸、５号井戸、６号井戸の増強工事と

いうものがいずれ近い時期に、やらなけ

ればならない時期に到達をしてまいりま

す。そのような状況の中で、平成３２年

度まで全くそういう増強工事はないとい

うことの中で、自己水の確保がどのよう

に確保されていくのか、その辺のことに

ついて、この点１点に絞ってお聞きをし

ておきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　答弁お願いいたしま

す。

　池上参事。

○池上水道部参事　今後の太中浄水場の

自己水のあり方ということのお問いでご

ざいます。現在６本の井戸がそれぞれあ
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るわけなんですけれども、それぞれ２重

ケーシング、３重ケーシングという形で

増強もさせていただいています。平成２

３年度には３号井戸の増強もさせていた

だいた中で、現在は、この春ぐらいまで

は日量１万トンぐらいまで上がっていた

状況でございますけれども、今現状でい

きますと揚水量が若干、９，０００トン

程度で推移しております。それも将来自

己水の割合は３０％の確保に向かって、

今後もその目標で井戸の整備と適切な揚

水量、それで井戸を毎年のように１本ず

つ、砂の量も合わせて整備もさせていた

だきながら、今後もやはり９，０００ト

ン程度の推移で、それで３０％を目標に

今後も進めようという形で今、整備を順

次やっている状況でございます。

○藤浦雅彦委員長　豊田次長。

○豊田水道部次長　私のほうから補足的

に説明させていただきたいと思います。

委員各位にお示ししている施設整備計画

については、そういう計画になっており

ます。ただこの春に水道ビジョンをつく

らせていただきまして、水道部の中でも

う一回全体的な見直しをさせていただこ

うということで、施設の更新計画の全体

的な見直しを今、させていただいている

最中でございます。それにつきましては

平成２７年度予算に反映させていただく

予定をしておりますので、その上で確定

させていただいた施設整備計画とともに、

財政計画を一緒にご提案をさせていただ

きたいと思っております。その中で太中

浄水場で３割を保持していくというふう

な形で総合計画の中でうたわせていただ

いていますので、その分については達成

させていただこうかと考えておるところ

でございます。そういう中で、現在の計

画の中では、大きな更新計画なしでもで

きるという予定でしているところでござ

います。先ほども申し上げました、施設

整備計画、この中でどういうふうにして

いくかというのを今、部内の中で相談さ

せていただいているところでございます

ので、その辺につきましては、先ほども

申し上げましたように、平成２７年度予

算のときにどういうふうな更新を計画し

ていくのかという考え方ともどもご説明

させていただきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　おおむね理解はするん

ですけども、今、新幹線鳥飼車両基地の

中で井戸を掘るという計画がされており

ます。その中で、ＪＲの言い分としては、

摂津市は９，０００トン汲み上げてるや

ないかと。我々は７５０トンしかくみ上

げへんねんというようなことが言われて

おります。そういう点で、もし仮にＪＲ

がいうように汲み上げをされますと、摂

津市の水道事業にやっぱり何らかの影響

が出てくると思うんですけれどもその辺

の今後の見通しについてお聞かせ願いた

いと思います。

○藤浦雅彦委員長　豊田次長。

○豊田水道部次長　委員がご指摘のとお

り、やはりＪＲの汲み上げが確定します

と、やはり給水収益に直撃するというふ

うに私どもも考えております。しかしな

がら、私どもとしましては、やはり状況

としましては、年々、給水収益が減少す

る中で、企業努力の中で頑張ってきたと

ころでございます。今後につきましても、

企業努力できる中で努力はさせていただ

いて、もし、その中でどないにもならへ

んということになりますと、やはりその

辺はご相談させていただかなければなら

ないという場面も出てくるかもしれない

んですけども、やはりまずは私ども、努

力するべきところはいたしまして、その

辺は頑張っていきたいというふうに考え
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ているところでございます。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　先ほど、公共下水道事

業会計のところでも申し上げたんですけ

ど、第４次行財政改革の中では、やっぱ

り公共料金の問題が含まれておりました。

これが今、第５次行政改革の中では、ちょっ

と影が薄くなって、見えてこないんです。

　そういう中で、やはり今、答弁があっ

たように、ＪＲが７５０トンくみ上げて

収益が減ってくるということになってき

ますと、やっぱり水道事業にも何らかの

影響が出てくると思うんです。その辺の

ことについて、今後やっぱり第５次行政

改革の中での公共料金の値上げ問題等に

ついては、担当部としてはどのように考

えておられるのか、一遍、お聞かせ願い

たいと思います。

○藤浦雅彦委員長　渡辺部長。

○渡辺水道部長　それでは、木村委員の

ご質問にご答弁させていただきたいと思

います。

　まさにおっしゃるとおりでございまし

て、仮にＪＲが井戸を掘りますと、確か

に給水収益は落ちてまいります。本市に

は環境の保全及び創造に関する条例がご

ざいますので、井戸に対する危機感とい

うのは余り持ってないんですけれども、

周辺市に行きますと、この条例がないも

のですから、やはり大きなスーパーであっ

たり施設であったり、そのあたりは井戸

併用で水源を求められているという状況

がかなり全国的には見受けられます。

　ですから、確かに現在、全国的に給水

収益は下がりぎみになってきております

ので、我々としてもやはり経営する中で、

民に渡せるものは民に渡し、きちっと公

として監視をしなければならないものは

公で監視するという、そういうスリム化

を図りながら、やはり今後の企業経営を

考えていきたいというふうに考えている

ところでございます。

　そんな状況があって、平成２５年度、

水道ビジョンを作成させていただき、先

ほど次長のほうからも答弁がございまし

たが、今年度、そのビジョンに基づきま

して更新計画及び経営計画、このあたり

の再検討という形を今、とらせていただ

いているところでございますので、ご理

解よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、私のほうからも

項目を絞りまして、質問させていただき

たいというふうに思います。

　まず１点目なんですけれども、決算書

で２０ページ、ここに重要契約の要旨と

いうようなことで、１，０００万円以上

の契約金額、それぞれ一覧になった表が

載ってます。番号でいうと１０番、開閉

栓業務なんですけれども、平成２６年度

から３０年度までの契約で３，５９６万

４，０００円というのが上がっています。

　委員会の記録で、予算審査の際の議論

を見てましたら、当時の原田委員から質

問がされてまして、その前の３年間の契

約を見ましたら、その際も、年間１，０

００万円の予算を組んでるけれども、執

行は４００万円という形の契約だったと

いう形で、今回の分につきましても、債

務負担行為で５，８９０万５，０００円

とのことで上がってましたけれども、契

約の際にはこの３，５９６万４，０００

円というようなことで、およそ７割とい

うか、そういった形で結ばれております。

そこらあたりの経緯をお聞きしておきた

いというふうに思います。

　ちなみに、ホームページで入札の結果

なんかも見ることができましたけれども、

そこでは応募の業者が少なく、中止になっ
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ていたというようなことも出てましたの

で、何でそういうふうになっているのか

というふうなこと、詳しくお聞きできた

らと思います。

　不納欠損にかかわって水道事業年報に

その中身について細かく書いてあります。

この間の傾向としては、若干減ってきて

るのかなみたいなことでありますけれど

も、企業の倒産なんかでの影響は大きく

なってるというふうなことがありました。

　対策として取り組まれているような中

身、とりわけ口座振替のところに力を入

れてやられていると聞きましたが、ここ

のところの改善状況といいますか、どう

いうふうな中身になっているかというよ

うなことを教えていただきたいと思いま

す。

　あともう１点、水道事業年報のところ

で、自己水源に対する電力及び薬品費と

いうような項目がありまして、平成２５

年度、電力の使用料金が随分これまでと

比べて上がってます。前年の平成２４年

と比べると２８％増しというようなこと

になっているんですけれども、ここらあ

たりの、単に料金改定なのか、担当課の

ほうで現状分析みたいなところがあるよ

うでしたら、お聞かせください。

　最後に１点、これは水道事業会計決算

審査意見書ということで、平成２５年度

の事業の分析をされていまして、その一

文に、平成２５年度の収益的収支は前年

度と比べると収入の減少で、その主なも

のとして、一般会計から福祉減額負担金

の減少によるものであるというようなこ

とが書かれています。

　福祉減免制度がなくなって、市民の方

からもいろいろと、１年の中で意見も聞

いたなというように思うんですけれども、

担当課のほうでこの１年を通して、そう

した影響といいますか、何かしらの反応

といいますか、そういうものをつかんで

おるようでしたらお聞かせいただきたい

というふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いいたします。

　小明課長。

○小明営業課長　それでは、ただいまの

弘委員の第１点目の、開閉栓委託業務に

ついて、ご答弁申し上げます。

　これについては、おっしゃるように、

当初、制限付の一般競争入札という形で

行いました。ところが、入札参加に１者

しか来なかったということで、３者に満

たないので、その制限付一般競争入札は

中止になって、それから、指名競争入札

で、これは８者で行いました。

　行いました結果、おっしゃっておりま

したように、当初、５年間の債務負担行

為で５，８９０万５，０００円、計上さ

せていただいておりましたけど、入札結

果、落札率は５９．４％です。業務委託

料は５年間で３，５９６万４，０００円

です。

　その前は３年間で委託をしたんですが、

このときも落札率が４０％、今回も５９．

４％ということで、非常に落札率が低く

て、落ちているというのが現状でござい

ます。指名競争入札でさせていただきま

した。

　次に、口座振替登録端末について、こ

れにつきましては、平成２３年度から導

入をさせていただきまして、ふだん銀行

の営業時間内に行って手続ができない人、

その方がご足労ですけど、水道部の庁舎

まで来ていただきますと、そこでキャッ

シュカードを持って暗証番号を入れると

口座登録の手続ができるというものでご

ざいまして、これは２４時間いけますの

で、水道部営業時間外でも当直者の者が

いてますので、そちらのほうに申し出て
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いただければ登録ができるということで、

数的には年々減ってきているんですが、

利用はしていただいているというふうな

状況でございます。

　それから、最後の福祉減免廃止後の市

民の方の反応ということで、当初は数件、

私の記憶の中では数件なんですが、水道

料金が急に高くなったんだと、どうなっ

てるんですかということで調べますと、

福祉減免を受けられていて、それが廃止

になって、福祉減免の適用が受けられな

かったという方、これについては、数的

には数件しかなかったように記憶してお

ります。

○藤浦雅彦委員長　池上参事。

○池上水道部参事　自己水源に対する電

力及び薬品費の電気使用料につきまして

は、前年に比べまして若干上がっており

ます。その関係から、使用料金、森西委

員の質問のときに電気料金のことで答弁

申し上げたと思うんですけども、電気使

用料につきましては、前年度に比べて減

少はしてるんですけども、燃料費調整単

価と再エネ発電促進賦課金単価というの

が、平成２４年度から比べますとそれぞ

れ上昇ということで、それが大きな要因

だと考えております。

　自己水源につきましても、若干増量と

いう形になっておりますので、この部分

と電力使用料、電気代の上昇ということ

でご理解いただけたらと思います。

○藤浦雅彦委員長　豊田次長。

○豊田水道部次長　福祉減免廃止の影響

がどのぐらい水道料金に影響してるかと

いうご意見、ご質問があったかと思いま

す。従前の福祉減免につきましては、減

免した分を一般部局から補填していただ

いたという状況になっておりますので、

意見書に書いてあるこの一文につきまし

ては、単なる数字の分析だと考えており

ます。

　ここに書いてあるのは、収益的収入が

８７３万５，０００円減少したという事

実があって、その中でいろんな項目、項

目の分析をされたかと思います。その中

で、福祉減免の負担金の減少があったと

いう事実、これに対して分析されておる

ものと考えております。

　水道部といたしましては、補填されて

るという考え方に立ってますので、この

分に対する影響はなかったものかと思っ

ております。ただ、給水収益については

やはり年々減っていくというような状況

になっておりますので、今後ともこうい

う傾向は続くものかと考えております。

○藤浦雅彦委員長　小明課長。

○小明営業課長　先ほどの口座振替のご

質問で、不納欠損との関係というふうな

ことについてお答え申し上げます。

　不納欠損をふやさないために、先ほど

申し上げましたように、やはり日々、営

業課の職員が入金状況を確認して、また

現地のほうに赴いて徴収するなり、その

場で徴収することができなければ、今後

どのようにしてお支払いをしていただく

かというふうな納付相談をする中におき

まして、便利な口座振替をご利用なされ

たらどうですかというふうなことで、持っ

ていくケースもございます。

　ですから、そういう料金徴収の場面で

利用しているというふうな状況でござい

ます。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、２回目な

んですけれども、開閉栓業務の委託とい

うようなことで、一般競争入札では応募

が１者だったというようなことで、指名

競争入札に切りかえてというふうなこと

でのご説明だったんですけれども、そも

そも、その以前の３年間、それが当初見
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込んでたよりもぐっと安い金額で落札さ

れててというふうなことで、今回はそん

なに安くならないだろうみたいなことで

予算組みされてたというふうに見てるん

ですけれども、ただ、その際に、業務が

滞りなくやれてるのかとか、仕様書の中

身とかを見直せないのかとかいろいろと

そのときも話としては質問の中で挙がっ

てたと思うんです。

　ただ、そうしたことで実際、入札をやっ

てみると、応募の業者がなかったという

ふうなことですけれども、そのところと、

今回、前年だったら４００万円台ででき

てた仕事が大体５年で割りましたら７１

５万円ほどになりますかね。そういうふ

うになってるというふうなこととの関係

です。仕事の中身と絡めて、どう見てお

られるのか、もう一遍聞いておきたいと

いうふうに思います。

　あと、口座振替の関係でお聞きしまし

たのは、国保の担当からも議論をいろい

ろとお聞きしてるんです。国保のほうで

は集金人が実際その端末を持って、小型

のもので持って回れるというふうな、そ

ういう説明でお聞きしてましたから、納

付が自分でしにくい方、集金に来てもらっ

て納付してる方、さまざまなケースの中

で、これが本人にとっても手間が省けて

便利ですよといったことで、大分、利用

があるというふうな形で聞いておりまし

たが、水道のほうでいうと、余りそうで

もないのかなというふうな感覚を持ちま

して、聞きましたら、窓口のところで来

られた方に対してはこういうようなのが

あるということだと思うんですけども、

そもそも集金人がいてというようなこと

ではないとはいうふうには思うんですけ

れども、料金未納の方、それぞれ事情が

あってとか、さまざまなケースがあると

思うんですけれども、無断転居でその分

の集金ができないというふうな、そうい

うケースをやっぱり少しでもなくしてい

くというふうなことでいったら、口座振

替というのが大変効果はあるのかなとい

うふうなことも思っております。

　そういった意味では、水道職員が訪問

していってみたいなことは、最近、いろ

んな詐欺事件とかの絡みで、そんなこと

もやっぱり難しいしとか、いろいろあり

ますけれども、何かしら手だてがないの

かなというふうなことも感じてまして、

質問させていただきました。その点、今

後の展開なんかについて、もしお考えが

あればお願いしたいと思います。

　３点目の電気料金、自己水源にかかわっ

てのところになりますけれども、電気料

金の引き上げというなんは、一般家庭で

も大分やっぱり痛いなというふうに感じ

てますし、水道事業でいったら常に電力

が必要な中で、大変たくさん使われると

いうようなことの中では、この影響も大

きく出てきているというようなことは承

知しております。

　そうした中で、今、原発が停止してい

る中で、再生エネルギーを利用していく

ような流れを世界規模で促進していこう

というふうなことの中で、各自治体の中

で、水道部局の中に太陽光発電でありま

すとか、また、水力発電事業とか、そう

したものに取り組まれているところがあ

るようです。

　今後、摂津市としても、導入当初のコ

ストはかかるとしても、ランニングコス

トの中でカバーできるような、そういっ

た見通しがないのかどうか、今、検討し

ていただけたらなというふうに思います

けれども、お考えを聞きたいと思います。

　最後に、水道料金の福祉減免制度にか

かわってなんですけれども、廃止になっ

て１年以上過ぎておるわけですが、そん
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な中で、当初から聞く声の中に、以前よ

りもやっぱり生活が苦しくなった、これ

はもちろん水道だけじゃなくて、消費税

が上がったり、いろいろ物価が上がった

り、そういうようなことも影響してるん

ですけれども、そんな中で、一層、何か

しら節約しないといけないというような

ことで、節水意識に拍車がかかってるよ

うなことを耳にします。

　例えば、お風呂なんかでも、以前より

も入る回数を減らしたというふうな話で

あったり、また、トイレなどでも水洗で

流すのを２回か３回かに１回しか流して

ないとか、そんな話を聞くと、本当につ

らいというか、切ない気分になります。

　そうした意味では、表にあらわれてい

る数字だけじゃないところで、市民の生

活の中に、これはかかわってるんじゃな

いかなというふうにも思いますので、ま

たそうしたことも考えていただいて、今

後、消費税が上がったら自動的に上がっ

ていくみたいな水道料金の話、この間も

されて、その面についてもやっぱり心を

痛めてるんですけれども、今後、こうし

た動きについては、できるだけ市民の皆

さんの生活実態を鑑みて、検討いただき

たいです。この点は答弁は結構です。

○藤浦雅彦委員長　答弁お願いします。

　小明課長。

○小明営業課長　それでは開閉栓業務委

託についてでございますけど、業務内容

といたしましては、開閉栓の電話受付、

それから、現地での作業、それから、料

金システムへのデータの入出力、それと、

閉栓時に現地における現地精算を希望さ

れる場合には、現地での料金を収納した

りしていただいております。それと、あ

とは各日報、月報、それから年報の作成

等というふうなことになってございます。

　おっしゃいましたように、債務負担行

為の割には落札率が低くてということで、

その辺の前回の業務内容から仕様書をご

ろっと変えるというふうな見直しはいた

しておりません。

　といいますのは、前回出して、出した

仕様書に基づいて、やはり毎月、毎日、

日報が出てきまして、全体の流れを見て

る中で、特に業務内容に不備があると、

そういうことではございませんので、特

に見直しておりません。

　ただ、落札率が低いというのは、やは

り今回の請け負った業者さんはわからな

いですが、前回の４０％で落としたとこ

ろに聞きますと、やはりこの近辺でそう

いう仕事についてない方、無理をしてで

もそういう仕事が欲しかったというふう

なことも伺いました。

　ですから、今回の８者のうちで、今回

落札したところにつきましても、そうい

うふうな気持ちがあるのかどうかはわか

らないですが、特に落札率が低かったと

いうことで、業務に対して支障が出てい

るというふうなことは、今のところはご

ざいません。

　それと、口座振替の今後の展開という

ことで、先ほど申し上げましたように、

やはり窓口に来られて、自主払いの方で

すから、口座振替できますよ、それから

電話を受けて、どうしても高齢の方で来

れないとかいう事情があって来れない方

については、先ほど委員もおっしゃった

ように、水道部のほうとしても２台ござ

いますので、１台、職員が持っていって

外でそういう手続をしていただけるとい

うことでやっておりますので、今後もこ

ういった方向で展開はしていきたいなと

いうことで考えております。

○藤浦雅彦委員長　末永工務課長。

○末永工務課長　弘委員の２回目のご質

問に答えさせていただきます。
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　年報にございました電気料金、使用料

金、その中で、エネルギーの活用につい

て、ほかのエネルギーをどのように活用、

何か方法がないのかというお話ですが、

他の水道事業体、いろいろ土地的という

か、地理的なものもございます。

　もう一つ、太陽光発電について、うち

の浄水場は比較的狭いほうの浄水場でご

ざいます。広い土地をお持ちの浄水場に

おかれましては、太陽光発電、十分設備

をつくる場所もございますし、その辺で

大きな電力を確保できるかとは思います

が、私どもの持っている施設の中で、な

かなかそういう用地がございませんで、

なかなか土地的に設置が難しいのかなと。

無理して建物に付けるという方法もござ

いますが、ただ、太中浄水場、各送水所

の電気を使う量を鑑みましたら、電力量

がかなり多く、一般家庭とまた違うもの

でございます。

　それともう１点ポンプですね、水圧で

電力を確保すると。大阪府下でも南部の

ほうに行きましたら、そういうふうに使

われている市もございます。ただ、その

辺は私どもの市、大阪府下でも数少ない

んですが、私どもの市は全て加圧でやっ

ております。ただ、山がある自治体にお

かれましては、自然流下というふうな、

一気に山の上でためて、下ってくるとい

うふうな部分もございます。そうなりま

すと、その辺で下ってくるエネルギーを

電力に変えるというふうな方法が、利用

ができると思います。

　ただ、摂津市の場合、ポンプで送るの

が精いっぱいで、それ以上の電力を確保

する装置を通して、それだけ電力を確保

できるかといったらなかなか難しいとい

うふうな現状で、両者にも言えることな

んですが、地域性と申しますか、土地の

活用方法の違いで、検討はさせていただ

いたんですが、なかなか難しいかなとい

うふうなところでございます。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　ありがとうございます。１

点目の開閉栓業務ですね、この部分でお

話しいただきましたように、かなり業者

も無理してやられてたのかなというふう

なことも、一定わかるんですけれども、

その４００万円台から７００万円台にぐっ

と上がってる、支出がふえてるというふ

うなことでありますから、そこらあたり

のところが、予算のときの議論が生かせ

た中身だったのかなというふうなことで、

疑問にも感じましたし、確認もしておき

たいなというふうに思ってました。

　そうした中で、業務に支障は来してな

いというようなことでありますが、５年

間の契約ですので、中身についてはきちっ

とチェックもしていっていただいて、今

後、そういう公的な仕事にかかわってる

ところが大変な状況に追いやられている

というふうなことについても疑問を持つ

ところですけれども、その点については

きちっと今後の経緯を見ていきたいなと

いうふうに思います。

　２点目の、口座振替の関係のところで、

不納欠損が減らしていけたらなというふ

うなことを思って提案させていただいて

いるんですが、払える資力があるのにな

かなかそうなってないというふうな感じ

のところがあれば、やっぱりそこのとこ

ろはきちんとというふうなこともありま

すし、近年社会状況の中でこういう不納

欠損というのがあると思いますので、今

後についてもきちんと取り組んでいただ

けるというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

　あと、電力の関係ですね。検討はした

んだというふうなお話です。以前から、

環境政策課にはこうした太陽光だったり
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水力だったり、そうした活用がもっと市

内でやれないのというふうなことをお聞

きしてて、そういった中でも、やれると

ころからというふうな、そういった形の

答えだったというふうに思うんです。

　水力発電などでも、大きな高低差がな

いと取り組めないのかなというふうなこ

とも、私もそういう認識あったんですけ

れども、どうもそうでもないんだなとい

うふうなことなんかが、よその取り組み

を見てたら感じられました。

　関東のほうで、埼玉県や東京都なんか

の都市部とかでも随分やられているとこ

ろがあるということで見ております。

　ぜひ、全国的な状況も見ていただいて、

初期の投資で経費を浮かしていくことが

できるんだったら、企業努力としても効

果的な方向に取り組んでいっていただき

たいというふうに思います。もちろん費

用対効果というようなところが大前提に

あるのは承知しておりますけれども、こ

うした取り組みについても再度、ご検討

いただきたいと要望もしておきたいと思

います。

○藤浦雅彦委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午後４時４０分　休憩）

（午後４時４２分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　討論なしと認め、採

決します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

をいたしました。

　認定第２号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

をいたしました。

　認定第５号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

をしました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午後４時４３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長藤 浦 雅 彦

　建設常任委員　森 西 　 正
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